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構
想
に
係
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

の
方
向
性
に
つ
い
て
説
明
が

行
わ
れ
た
。

西
嶋
課
長
は
ま
ず
、
新
た

な
地
域
医
療
構
想
に
つ
い

て
、
「
日
本
全
体
の
人
口
動

態
や
地
域
ご
と
の
課
題
、
入

院
受
診
延
日
数
や
病
床
利
用

率
の
減
少
傾
向
な
ど
を
踏
ま

え
、
入
院
医
療
だ
け
で
は
な

く
、
外
来
・
在
宅
医
療
、
介

護
と
の
連
携
、
人
材
確
保
等

を
含
め
た
、
地
域
の
医
療
提

供
体
制
全
体
の
課
題
解
決
を

図
る
も
の
で
あ
り
、
今
般
の

医
療
法
改
正
で
医
療
計
画
の

上
位
概
念
に
位
置
付
け
ら
れ

た
」
と
述
べ
た
。

構
想
区
域
に
つ
い
て
は
、

①
医
療
提
供
体
制
の
構
築
②

必
要
病
床
数
の
運
用

─
の

大
き
く
二
つ
の
役
割
が
あ
る

と
し
、
①
は
人
口
20
万
～
30

万
人
以
上
を
目
安
に
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
一
方
、
②
は

都
道
府
県
が
区
域
の
人
口
や

医
療
機
関
数
、
人
口
の
流
出

入
等
を
踏
ま
え
て
設
定
す
る

も
の
で
あ
る
と
説
明
。ま
た
、

「
二
次
医
療
圏
の
半
数
が
既

に
人
口
規
模
20
万
人
未
満
と

な
っ
て
い
る
現
状
等
を
鑑
み

れ
ば
、
人
口
の
少
な
い
地
域

で
は
『
圏
域
の
広
域
化
』『
隣

接
す
る
都
道
府
県
と
の
連

携
』
等
の
見
直
し
が
考
え
ら

れ
る
」
と
主
張
し
た
。

医
療
機
関
機
能
報
告
に
関

し
て
は
、
「
急
性
期
拠
点
機

能
」
「
在
宅
医
療
等
連
携
機

能
」「
高
齢
者
救
急
・
地
域
急

性
期
機
能
」「
専
門
等
機
能
」

(

大
学
病
院
本
院
は
「
医
育

及
び
広
域
診
療
機
能
」
を
選

択)

の
中
か
ら
医
療
機
関
が

手
挙
げ
で
報
告
す
る
も
の
で

あ
り
、「
複
数
あ
っ
て
も
可
」

と
説
明
。
他
方
、
病
床
機
能

で
は
回
復
期
を
包
括
期
と
す

る
と
と
も
に
、
必
要
病
床
数

の
見
直
し
等
も
行
う
と
し
た
。

ま
た
、
有
床
診
療
所
の
役

割
に
つ
い
て
も
言
及
し
、「
構

想
の
中
で
も
重
要
な
役
割
を

果
た
す
も
の
に
な
る
」
と
述

べ
た
。

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
に
つ
い

て
は
、
医
療
法
改
正
で
法
律

上
に
位
置
付
け
ら
れ
、
定
義

が
明
確
化
さ
れ
た
こ
と
に
触

れ
る
と
と
も
に
、「
医
療
資
源

が
乏
し
い
地
域
で
、
対
面
診

療
と
組
み
合
わ
せ
て
活
用
す

る
こ
と
は
一
つ
の
解
決
策
」

と
指
摘
。
構
想
の
中
に
位
置

付
け
る
こ
と
で
活
用
が
進
む

こ
と
に
期
待
を
寄
せ
た
。

が
ん
や
周
産
期
医
療
等
の

５
疾
病
６
事
業
に
関
し
て

は
、
従
来
は
領
域
ご
と
に
医

療
圏
や
圏
域
の
設
定
等
を
行

っ
て
き
た
が
、
今
後
は
構
想

に
即
し
て
議
論
す
る
こ
と
に

な
る
と
語
っ
た
。

地
域
に
お
け
る
協
議
に
つ

い
て
は
、
「
市
区
町
村
や
介

護
関
係
者
の
役
割
が
大
事
に

な
る
」
と
強
調
。
今
後
は
人

口
推
計
や
人
材
等
の
医
療
資

源
等
の
デ
ー
タ
を
踏
ま
え
、

「
現
状
・
課
題
の
把
握
」「
区

域
の
設
定
」
「
設
定
し
た
区

域
の
課
題
の
把
握
」
に
取
り

組
み
、
遅
く
と
も
２
０
２
８

年
度
ま
で
に
急
性
期
拠
点
機

能
を
報
告
す
る
医
療
機
関
を

含
め
た
医
療
機
関
の
設
定

等
、
課
題
に
応
じ
て
対
応
案

を
検
討
・
決
定
し
、
新
構
想

を
策
定
す
る
と
と
も
に
、
２

０
３
５
年
を
め
ど
に
、
２
０

４
０
年
を
見
据
え
た
医
療
提

供
体
制
に
つ
い
て
一
定
の
成

果
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
指

す
と
し
た
。

そ
の
他
、
令
和
７
年
度
補

正
予
算
で
実
施
す
る
「
病
床

数
適
正
化
緊
急
支
援
事
業
」

に
関
し
て
は
、
令
和
８
年
度

末
ま
で
に
病
床
を
削
減
す
る

医
療
機
関
へ
の
財
政
支
援
で

あ
り
、
今
回
は
基
金
管
理
団

体
か
ら
医
療
機
関
に
所
要
額

を
直
接
支
給
す
る
仕
組
み
で

あ
る
こ
と
を
概
説
。
「
あ
く

ま
で
も
医
療
機
関
の
手
挙
げ

に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
病
床

削
減
を
検
討
し
て
い
る
医
療

機
関
は
早
め
に
対
応
し
て
ほ

し
い
」
と
呼
び
掛
け
た
。

そ
の
後
、
今
村
英
仁
常
任

新
た
な
地
域
医
療
構
想

は
、
こ
れ
ま
で
厚
生
労
働
省

「
地
域
医
療
構
想
及
び
医
療

計
画
等
に
関
す
る
検
討
会
」

等
で
検
討
が
重
ね
ら
れ
、
厚

労
省
と
し
て
は
医
療
法
等
改

正
法
に
基
づ
き
、
令
和
８
年

度
の
で
き
る
だ
け
早
期
に
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
を
示
し
た
い
と

し
て
い
る
。
ま
た
、
都
道
府

県
で
は
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

を
基
に
令
和
８
年
度
に
新
構

想
を
策
定
し
、
令
和
９
年
度

以
降
に
順
次
取
り
組
み
を
開

始
す
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
。

本
協
議
会
は
こ
れ
ら
の
状

況
を
踏
ま
え
、
今
後
の
医
療

提
供
体
制
の
方
向
性
を
確
認

す
る
と
と
も
に
、
各
都
道
府

県
医
師
会
と
の
質
疑
応
答
等

を
通
じ
て
相
互
理
解
を
深

め
、
今
後
の
各
地
域
に
お
け

る
検
討
に
万
全
を
期
す
た
め

に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

医
師
会
主
導
で
協
議
の
場

の
活
性
化
を
─
松
本
会
長

本
協
議
会
は
坂
本
泰
三
常

任
理
事
の
司
会
で
開
会
。
冒

頭
あ
い
さ
つ
を
行
っ
た
松
本

吉
郎
会
長
は
、
医
療
法
改
正

や
国
の
検
討
会
で
議
論
が
取

り
ま
と
め
ら
れ
た
こ
と
に
触

れ
、
議
論
の
中
で
は
日
本
医

師
会
と
し
て
、（
１
）
医
療
機

関
の
深
刻
な
経
営
状
況
を
踏

ま
え
、
「
健
全
経
営
の
担
保
」

を
前
提
と
す
る
よ
う
繰
り
返

し
主
張
し
て
き
た
、（
２
）
新

設
さ
れ
る
医
療
機
関
機
能
報

告
に
つ
い
て
は
、
地
域
に
根

差
し
た
医
療
機
関
が
機
能
を

最
大
限
発
揮
で
き
る
こ
と
が

重
要
で
あ
り
、
国
の
基
準
を

全
国
一
律
に
適
用
す
る
の
で

は
な
く
、
柔
軟
な
運
用
と
自

主
性
に
基
づ
く
運
用
を
求
め

て
き
た

─
こ
と
等
を
説

明
。必

要
病
床
数
等
の
各
種
指

標
に
つ
い
て
は
、
「
２
０
４

０
年
と
い
う
遠
い
未
来
を
予

測
す
る
た
め
に
、
統
計
に
基

づ
い
て
導
出
さ
れ
た
推
計
値

に
す
ぎ
な
い
」
と
し
て
、
実

態
を
無
視
し
た
取
り
組
み
を

行
わ
な
い
よ
う
強
く
要
請
し

て
い
る
と
語
っ
た
。

さ
ら
に
、
構
想
策
定
後
も

定
期
的
に
実
態
を
評
価
し
、

見
直
し
を
適
宜
行
う
よ
う
主

張
し
た
結
果
、
そ
の
旨
が
検

討
会
の
取
り
ま
と
め
に
も
反

映
さ
れ
た
と
報
告
。

そ
の
上
で
、
松
本
会
長
は

「
医
師
会
主
導
で
各
地
域
の

協
議
の
場
を
活
性
化
し
、
円

滑
か
つ
適
切
に
構
想
策
定
が

促
進
さ
れ
る
よ
う
、
議
論
を

深
め
て
い
た
だ
き
た
い
」
と

し
た
。

続
い
て
、
西
嶋
康
浩
厚
労

省
医
政
局
地
域
医
療
計
画
課

長
よ
り
、
新
た
な
地
域
医
療

令
和
８
年
度
都
道
府
県
医
師
会 

新
た
な
地
域
医
療
構
想
に
関
す
る
担
当
理
事
連
絡
協
議
会

新
た
な
地
域
医
療
構
想
に
係
る

　
　
　
　
　 

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
方
向
性
に
つ
い
て
確
認

　令和8年度都道府県医師会 新たな地域医療構想に関する担当理事連
絡協議会が4月15日、日本医師会館小講堂とWEB会議のハイブリッド
形式で開催され、新たな地域医療構想に基づいた今後の医療提供体制
の方向性を確認するとともに、各都道府県医師会との質疑応答等を通
じて相互理解を深めた。

理
事
の
進
行
の
下
、
質
疑
応

答
や
意
見
交
換
を
実
施
。
今

後
対
応
が
求
め
ら
れ
る
様
々

な
事
項
に
関
す
る
質
問
に
西

嶋
課
長
か
ら
回
答
が
な
さ
れ

た
他
、
各
地
域
の
医
療
提
供

体
制
の
実
情
に
合
わ
せ
た
柔

軟
な
運
用
に
つ
い
て
、
厚
労

省
か
ら
都
道
府
県
行
政
へ
働

き
掛
け
る
こ
と
等
が
確
認
さ

れ
た
。 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）の

届出のご検討をお願いします！！
─現在既に算定中の医療機関も

新たな届け出が必要です─
　届出の方法等の詳細は厚生労働省ホー
ムページ「令和８年度診療報酬改定にお
けるベースアップ評価料等について」など
をご参照ください。 厚労省

ホームページ

全
地
域
に
根
差
し
た
医
療

提
供
体
制
構
築
に
引
き
続

き
努
め
る
─
⻆
田
副
会
長

最
後
に
総
括
を
行
っ
た

田
徹
副
会
長
は
、
２
０
２
８

年
度
ま
で
に
構
想
を
策
定
す

る
に
当
た
っ
て
、
各
地
域
の

協
議
の
場
で
は
、
幅
広
い
関

係
者
の
参
画
と
多
岐
に
わ
た

る
内
容
が
議
題
に
な
る
ば
か

り
で
な
く
、
医
療
機
関
機
能

報
告
制
度
が
開
始
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
一
層
複
雑
化

し
、
混
乱
が
生
じ
か
ね
な
い

こ
と
に
懸
念
を
表
明
。
「
医

療
現
場
の
実
態
を
最
も
知ち

し

つ悉

し
て
い
る
医
師
会
が
議
論
を

主
導
す
る
必
要
が
あ
る
」
と

述
べ
る
と
と
も
に
、
各
地
域

の
状
況
は
多
種
多
様
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

に
過
度
に
と
ら
わ
れ
ず
、
各

地
域
の
将
来
を
し
っ
か
り
と

推
定
し
な
が
ら
議
論
を
進
め

る
よ
う
要
請
し
た
。

そ
の
上
で
、

田
副
会
長

は
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
柔
軟

な
解
釈
や
補
助
金
を
始
め
と

す
る
支
援
策
等
に
つ
い
て
、

国
に
対
し
て
強
く
働
き
掛
け

る
と
と
も
に
、
医
師
会
全
体

と
し
て
、
全
地
域
に
根
差
し

た
医
療
提
供
体
制
構
築
に
向

け
た
取
り
組
み
が
円
滑
に
進

め
ら
れ
る
よ
う
、
引
き
続
き

日
本
医
師
会
と
し
て
努
め
て

い
く
」
と
述
べ
、
本
協
議
会

は
終
了
と
な
っ
た
。
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	 日　時　�令和8年6月27日（土）午前9時30分
	 場　所　�日本医師会館	

東京都文京区本駒込2丁目28番16号

1．	開　　会
1．	会長挨拶
1．	代議員会議長及び副議長の選定
1．	�報　　告
	 令和7年度日本医師会事業報告の件
1．	�議　　事
	 第1号議案　令和7年度日本医師会決算の件
	 第2号議案　�日本医師会役員（会長、副会長、常任

理事、理事、外部理事、監事、外部監事）
及び裁定委員選任の件

	 第3号議案　�日本医師会役員（会長、副会長、常任
理事）選定の件

1．	閉　　会

第162回日本医師会定例代議員会 次第

	 日　時　�令和8年6月28日（日）午前9時30分
	 場　所　�日本医師会館	

東京都文京区本駒込2丁目28番16号

1．	開　　会
1．	会長挨拶
1．	�議　　事
	 第1号議案　令和9年度日本医師会会費賦課徴収の件
1．	閉　　会

第163回日本医師会臨時代議員会 次第

松
本
吉
郎
会
長
は
、
財
務

省
財
政
制
度
等
審
議
会
財
政

制
度
分
科
会
で
「
春
の
建
議
」

に
向
け
た
議
論
が
開
始
さ
れ

た
こ
と
を
受
け
、
「
財
政
総

論
（
以
下
、
財
政
審
資
料
）
」

に
お
け
る
、
（
１
）
社
会
保

障
に
お
け
る
労
働
生
産
性
、

（
２
）
い
わ
ゆ
る
給
付
と
負

担

─
に
関
す
る
主
張
に
つ

上
に
公
定
価
格
で
あ
る
診
療

報
酬
を
上
げ
る
必
要
が
あ

る
」
と
強
調
し
た
。

さ
ら
に
、
①
診
療
報
酬
上

の
人
員
配
置
の
要
件
は
令
和

８
年
度
診
療
報
酬
改
定
で
多

少
緩
和
が
図
ら
れ
た
も
の

の
、
依
然
と
し
て
厳
密
に
設

定
さ
れ
て
い
る
②
医
療
・
介

護
に
関
し
て
は
、
成
長
型
経

済
の
実
現
に
寄
与
し
て
い
く

た
め
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
は
生

命
や
健
康
で
あ
る

─
こ
と

を
説
明
し
、
「
製
造
業
等
と

単
純
に
比
べ
る
の
は
、
比
較

対
象
と
し
て
あ
ま
り
に
も
無

理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」

と
指
摘
し
た
。

そ
の
上
で
、
生
産
性
の
向

上
に
向
け
て
は
、
「
日
本
医

師
会
を
始
め
、
医
療
界
は
医

師
の
働
き
方
改
革
や
医
療
Ｄ

Ｘ
の
推
進
な
ど
に
よ
り
、
こ

れ
ま
で
も
尽
力
し
て
き
た
」

と
し
、
引
き
続
き
推
進
し
て

い
く
姿
勢
を
示
し
た
。

（
２
）
を
巡
っ
て
は
、
自

助
・
公
助
・
共
助
の
バ
ラ
ン

ス
に
つ
い
て
、
財
政
審
資
料

の
「
社
会
保
障
給
付
費
の
増

と
財
政
」
で
は
金
額
ベ
ー
ス

で
書
か
れ
、
公
助
（
税
金
）

が
増
え
た
こ
と
が
強
調
さ
れ

て
い
る
点
に
言
及
。
国
民
医

療
費
の
財
源
構
成
比
の
割
合

で
見
れ
ば
、
自
助
（
患
者
負

担
）
は
２
０
１
３
年
が
11
・

８
％
、
２
０
２
３
年
も
同
様

に
11
・
８
％
で
割
合
に
変
化

は
な
い
一
方
、
公
助
（
税
金
）

は
38
・
８
％
か
ら
37
・
５
％

と
、
そ
の
割
合
は
む
し
ろ
減

っ
て
い
る
と
し
て
、
「
国
民

の
生
命
と
健
康
を
守
る
た
め

に
も
、
し
っ
か
り
と
税
を
投

入
す
べ
き
」
と
強
調
。
加
え

て
、
現
在
議
論
さ
れ
て
い
る

健
康
保
険
法
等
改
正
に
よ
っ

て
、
高
額
療
養
費
制
度
や
Ｏ

Ｔ
Ｃ
類
似
薬
に
関
す
る
追
加

負
担
等
が
実
施
さ
れ
る
こ
と

に
な
れ
ば
、
自
助
は
更
に
増

え
る
こ
と
に
な
る
と
し
た
。

ま
た
、
財
政
審
資
料
の
「
医

療
・
介
護
に
係
る
保
険
給
付

費
等
の
伸
び
と
現
役
世
代
の

保
険
料
負
担
」
に
お
い
て
、

医
療
・
介
護
保
険
給
付
費
等

の
伸
び
や
保
険
料
等
の
デ
ー

タ
が
示
さ
れ
た
こ
と
に
も
触

れ
、
こ
れ
ま
で
の
記
者
会
見

で
も
述
べ
て
き
た
と
お
り
、

財
務
省
は
恣し

い意
的
に
２
０
１

２
年
か
ら
の
平
均
値
を
比
較

し
て
、
雇
用
者
報
酬
の
伸
び

を
医
療
・
介
護
保
険
給
付
費

の
伸
び
等
が
上
回
る
と
主
張

し
て
い
る
と
改
め
て
批
判
。

そ
の
上
で
、
①
直
近
３
年

（
２
０
２
１
～
２
０
２
４
年

度
）
の
医
療
・
介
護
に
係
る

保
険
給
付
費
等
の
伸
び
は
プ

ラ
ス
２
・
２
％
で
あ
り
、
財

政
審
資
料
に
示
さ
れ
た
プ
ラ

ス
２
・
８
％
（
２
０
１
２
～

２
０
２
４
年
度
）
よ
り
も
更

に
減
少
し
て
い
る
②
直
近
３

年
（
２
０
２
１
～
２
０
２
４

年
度
）
の
雇
用
者
報
酬
の
伸

び
は
プ
ラ
ス
２
・
９
％
で
あ

り
、
財
政
審
資
料
に
示
さ
れ

た
プ
ラ
ス
２
・
０
％
（
２
０

１
２
～
２
０
２
４
年
度
）
よ

り
伸
び
て
お
り
、
「
２
０
２

５
年
度
も
加
え
る
と
プ
ラ
ス

３
・
23
％
で
直
近
３
年
よ
り

も
更
に
伸
び
て
い
る
」
③
財

政
審
資
料
で
は
「
保
険
料
率

が
上
昇
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、

協
会
け
ん
ぽ
の
保
険
料
率
は

２
０
２
６
年
度
９
・
９
％
と

な
り
、
０
・
１
％
引
き
下
げ

ら
れ
て
い
る

─
こ
と
な
ど

を
示
し
て
反
論
し
た
。

さ
ら
に
、
財
政
審
が
資
料

に
示
し
た
注
釈
「
直
近
３
年

（
２
０
２
１
～
２
０
２
４
年

度
）
の
医
療
・
介
護
に
係
る

保
険
給
付
費
等
の
伸
び
は
プ

ラ
ス
２
・
２
％
、
雇
用
者
報

酬
の
伸
び
は
プ
ラ
ス
２
・

９
％
」
に
関
し
て
は
、
こ
れ

ま
で
の
日
本
医
師
会
の
指
摘

を
受
け
て
示
さ
れ
た
も
の
だ

と
し
た
上
で
、
「
こ
の
注
釈

の
記
載
を
踏
ま
え
れ
ば
、
財

政
審
が
資
料
で
示
し
た
保
険

給
付
費
等
の
伸
び
と
雇
用
者

報
酬
の
伸
び
（
の
図
）
は
、

全
く
逆
の
形
（
傾
き
）
に
な

り
、
雇
用
者
報
酬
の
伸
び
が

医
療
・
介
護
保
険
給
付
費
等

の
伸
び
を
上
回
る
」と
指
摘
。

イ
ン
フ
レ
下
に
お
け
る
給
付

と
負
担
に
関
す
る
対
応
に
つ

い
て
は
「
デ
フ
レ
下
の
コ
ス

ト
カ
ッ
ト
型
経
済
を
踏
襲
す

る
の
で
は
な
く
、
イ
ン
フ
レ

下
の
令
和
８
年
度
の
予
算
編

成
を
〝
道
し
る
べ
〟
と
し
て

踏
襲
す
べ
き
だ
」
と
強
く
主

張
し
た
。

加
え
て
、
財
政
審
資
料
に

お
い
て
、
公
費
負
担
増
に
対

し
て
事
業
主
負
担
等
が
少
な

い
と
す
る
一
方
で
、
保
険
料

率
の
上
昇
に
よ
る
逼ひ

っ
ぱ
く迫
感
を

訴
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
。

「
医
療
費
は
主
に
高
齢
化
に

よ
っ
て
増
加
し
て
い
る
の
で

あ
り
、
必
要
な
医
療
の
財
源

は
し
っ
か
り
と
確
保
す
べ

き
」
と
反
論
し
た
。

そ
の
他
、昨
年
12
月
の「
秋

の
建
議
」
に
お
い
て
、
財
政

審
が
「
令
和
８
年
度
診
療
報

酬
改
定
は
、
日
本
経
済
の
新

た
な
ス
テ
ー
ジ
へ
の
移
行
が

明
確
に
な
る
中
で
の
最
初
の

診
療
報
酬
改
定
で
あ
る
。
こ

の
た
め
、
今
回
の
改
定
に
お

い
て
、
今
後
の
道
し
る
べ
と

な
る
よ
う
な
、
経
済
・
物
価

動
向
等
へ
の
対
応
と
保
険
料

負
担
の
抑
制
努
力
を
両
立
さ

せ
る
モ
デ
ル
を
示
す
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
」
と
主
張
し
て

い
た
こ
と
に
も
触
れ
、
「
イ

ン
フ
レ
下
の
令
和
８
年
度
の

予
算
編
成
を
〝
道
し
る
べ
〟

と
し
て
踏
襲
す
べ
き
」
と
提

言
し
た
。

最
後
に
松
本
会
長
は
、
日

本
医
師
会
は
こ
れ
ま
で
に
も

「
税
金
に
よ
る
公
助
」「
保
険

料
に
よ
る
共
助
」
「
患
者
の

自
己
負
担
に
よ
る
自
助
」
の

三
つ
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
な

が
ら
進
め
る
こ
と
が
大
切
で

あ
り
、
自
己
負
担
の
み
を
増

や
さ
な
い
こ
と
と
併
せ
て
、

低
所
得
者
へ
の
配
慮
が
重
要

で
あ
る
と
主
張
し
て
き
た
こ

と
を
改
め
て
説
明
。
「
令
和

９
年
度
予
算
編
成
に
向
け
て

『
骨
太
の
方
針
』
の
議
論
が
、

今
回
の
財
政
審
で
の
議
論
を

契
機
に
活
発
に
な
る
と
思
わ

れ
る
が
、
日
本
医
師
会
は
引

き
続
き
強
く
主
張
し
て
い

く
」
と
力
を
込
め
た
。

い
て
、
日
本
医
師
会
の
見
解

を
示
し
た
。

松
本
会
長
は
ま
ず
、
（
１
）

に
つ
い
て
、
財
政
審
資
料
の

「
産
業
構
造
と
労
働
生
産
性
」

の
中
で
、
「
医
療
・
介
護
産

業
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
生

産
性
が
低
下
」
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
対
し
、
医
療
・
介

護
分
野
は
人
件
費
が
約
５
割

を
占
め
る
労
働
集
約
型
産
業

で
あ
る
点
を
指
摘
。
「
主
に

高
齢
化
に
よ
り
医
療
費
は
増

加
す
る
が
、
統
計
上
の
労
働

生
産
性
を
上
げ
る
た
め
に

は
、
そ
の
高
齢
化
の
伸
び
以

■■■■■■■■

イ
ン
フ
レ
下
の
対
応
は

 

令
和
８
年
度
の
予
算
編
成
を

 

〝
道
し
る
べ
〟と
し
て
踏
襲
す
べ
き
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日

　日本医師会の公式 YouTube チャンネルでは定例記者
会見の他、健康に役立つ様々な情報を
紹介した「教えて！日医君！」シリーズ
などの動画を掲載しています。
　ぜひ、ご覧いただくとともにチャンネ
ル登録をお願いします。

公益社団法人 日本医師会
公式 YouTube チャンネル

　日本医師会では今年度で15回目を迎える「日本医師会　赤ひげ大賞」
の候補者募集を行っています〔7月31日（金）締切〕。
　本賞は、日本医師会と産経新聞社の主催により、厚生労働省等の後
援、都道府県医師会の協力並びに太陽生命保険の特別協賛（第6回より）
を得て行っているものです。第14回の表彰式では高市早苗内閣総理
大臣に会場で祝辞を述べていただいた他、レセプションには秋篠宮皇
嗣同妃両殿下のご臨席を賜り、受賞者に直接、お声掛けいただくなど、
日本医師会でも大変大きな行事の一つとなっています。
　この事業の目的は、「現代の赤ひげ」とも言うべき、地域に根付き、

その地域の「かかりつけ医」として、日々の健康管理と診療に従事し
ている医師にスポットを当てて顕彰することにあります。
　ただ、これまでに「赤ひげ大賞は高齢の医師でないと受賞できない」
との誤解もあったことから、今回より令和8年7月末時点で「50歳未満」
から1名、「50歳以上」から1名の計2名まで、推薦できるように変更
いたしました。
　本賞は都道府県医師会から推薦をしていただく形とな
っておりますので、会員の先生方におかれましては周り
に赤ひげ大賞の受賞にふさわしいと思われる医師がおら
れましたら、都道府県医師会にぜひお知らせ下さい。

【問い合わせ先】日本医師会広報課　 kouhou@po.med.or.jp

赤ひげ大賞	
公式サイト

候補者募集に
       ご協力願います

第15回
日本医師会
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分
析
に
努
め
る
と
と
も
に
、

改
正
自
殺
対
策
基
本
法
（
同

７
年
）
を
踏
ま
え
た
地
方
公

共
団
体
に
よ
る
子
ど
も
の
自

殺
対
策
に
係
る
協
議
会
の
設

置
な
ど
を
進
め
て
お
り
、
引

き
続
き
子
ど
も
を
取
り
巻
く

関
係
者
に
よ
る
一
体
的
な
支

援
強
化
を
促
進
し
て
い
く
と

し
た
。

横嶋教授

（
５
）「
学
習
指
導
要
領
に

基
づ
く
性
教
育
の
考
え
方
・

進
め
方
」
に
つ
い
て
講
演
し

た
横
嶋
剛
日
本
女
子
体
育
大

学
体
育
学
部
ス
ポ
ー
ツ
科
学

科
教
授
は
、
性
に
関
す
る
内

容
は
、
①
小
学
校
で
は
「
思

春
期
の
体
の
変
化
」
②
中
学

校
で
は
「
生
殖
に
関
わ
る
機

能
の
成
熟
と
適
切
な
行
動
」

「
エ
イ
ズ
及
び
性
感
染
症
の

予
防
」
③
高
校
で
は
「
現
代

の
感
染
症
と
そ
の
予
防
」「
思

春
期
・
結
婚
生
活
な
ど
生
涯

の
各
段
階
で
の
健
康
」

─

を
教
え
て
い
る
と
し
、
学
校

医
が
性
に
関
す
る
指
導
に
当

た
る
際
に
は
、
子
ど
も
へ
の

教
育
段
階
を
踏
ま
え
た
内
容

と
す
る
よ
う
配
慮
を
求
め

た
。ま

た
、
個
別
指
導
に
つ
い

て
は
、
発
達
段
階
を
踏
ま
え

た
上
で
、
学
校
全
体
の
共
通

理
解
を
図
り
、
保
護
者
の
理

解
を
得
る
必
要
が
あ
る
と

し
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
実
施

場
所
な
ど
、
集
団
指
導
以
上

の
配
慮
が
求
め
ら
れ
る
と
し

た
。

令
和
８
年
度
学
校
保
健
講

習
会
が
４
月
19
日
、
日
本
医

師
会
館
大
講
堂
で
開
催
さ

れ
、
現
場
が
直
面
す
る
喫
緊

の
課
題
と
し
て
、
熱
中
症
、

自
殺
対
策
、
性
教
育
、
花
粉

症
な
ど
に
つ
い
て
の
講
演
が

行
わ
れ
た
。

渡
辺
弘
司
常
任
理
事
の
司

会
で
開
会
。
冒
頭
の
あ
い
さ

つ
で
松
本
吉
郎
会
長
（
茂
松

茂
人
副
会
長
代
読
）
は
、
今

日
の
学
校
現
場
を
取
り
巻
く

環
境
は
か
つ
て
な
い
速
さ
で

変
化
し
、
教
育
・
医
療
・
福

祉
の
連
携
に
よ
り
、
高
度
で

総
合
的
な
判
断
が
求
め
ら
れ

る
状
況
に
な
っ
て
き
て
い
る

こ
と
を
強
調
。
本
講
習
会
で
、

学
校
医
の
職
務
を
改
め
て
確

認
す
る
と
と
も
に
、
養
護
教

諭
と
の
連
携
強
化
に
つ
な
が

る
こ
と
に
期
待
を
寄
せ
、「
未

来
の
学
校
保
健
を
共
に
つ
く

り
上
げ
て
い
く
創
造
的
な
場

と
な
る
こ
と
を
強
く
願
っ
て

い
る
」
と
し
た
。

引
き
続
き
、
松
本
吉
郎
日

本
学
校
保
健
会
長
（
弓
倉
整

日
本
学
校
保
健
会
専
務
理
事

代
読
）
の
あ
い
さ
つ
の
後
、

加
藤
智
栄
日
本
医
師
会
学
校

保
健
委
員
会
委
員
長
／
山
口

県
医
師
会
長
を
座
長
と
し

て
、
６
題
の
講
演
が
行
わ
れ

た
。

強
調
し
、
学
校
保
健
安
全
法

と
労
働
安
全
衛
生
法
の
違
い

を
理
解
し
た
上
で
、
健
診
項

目
を
明
確
に
し
た
契
約
を
行

う
よ
う
呼
び
掛
け
た
。

吉田会長

（
２
）「
養
護
教
諭
か
ら
学

校
医
に
お
伝
え
し
た
い
こ

と
」
と
題
し
て
講
演
し
た
吉

田
真
弓
全
国
養
護
教
諭
連
絡

協
議
会
長
は
、
健
診
に
関
す

る
養
護
教
諭
へ
の
ア
ン
ケ
ー

ト
で
寄
せ
ら
れ
た
コ
メ
ン
ト

を
紹
介
。
調
整
に
当
た
る
養

護
教
諭
の
多
く
は
、
忙
し
い

学
校
医
に
時
間
的
な
負
担
を

掛
け
ら
れ
な
い
と
思
い
つ
つ

も
、
で
き
る
だ
け
落
ち
着
い

た
状
態
で
子
ど
も
た
ち
に
健

診
を
受
け
さ
せ
た
い
と
の
思

い
も
あ
り
悩
ん
で
い
る
と
し

た
。感

染
症
対
応
や
困
っ
た
時

に
は
、
学
校
医
の
助
言
が
大

き
な
支
え
に
な
っ
て
い
る
と

し
、
「
困
っ
た
ら
○
○
先
生

が
い
る
と
思
っ
て
執
務
に
当

た
れ
る
こ
と
の
心
強
さ
や
安

心
感
は
、
本
当
に
あ
り
が
た

い
。
そ
ん
な
関
係
性
を
作
り

な
が
ら
、
生
徒
た
ち
の
成
長

を
見
守
っ
て
い
き
た
い
」
と

強
調
。
養
護
教
諭
と
し
て
、

小
学
校
か
ら
中
学
校
、
ま
た

高
校
へ
の
申
し
送
り
を
し
っ

か
り
と
行
う
と
と
も
に
、
保

護
者
及
び
医
療
機
関
と
の
連

携
に
努
め
て
い
く
と
し
た
。吉田戦略官

（
３
）
学
校
に
お
け
る
熱

中
症
対
策
に
つ
い
て
説
明
し

た
吉
田
慶
太
ス
ポ
ー
ツ
庁
ス

ポ
ー
ツ
戦
略
官
は
、
昨
年
の

熱
中
症
に
よ
る
搬
送
人
数
が

10
万
人
を
超
え
、
調
査
開
始

以
来
、
最
多
で
あ
っ
た
こ
と

を
報
告
。
特
に
６
月
の
多
さ

が
特
徴
的
で
、
暑
く
な
る
前

か
ら
の
計
画
的
な
取
り
組
み

が
重
要
に
な
る
と
し
た
。

文
科
省
に
お
け
る
熱
中
症

対
策
に
関
し
て
は
、
①
教
室

や
体
育
館
等
の
空
調
整
備
促

進
②
学
校
に
お
け
る
「
危
機

管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
の
活
用

③
「
学
校
に
お
け
る
熱
中
症

対
策
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
作
成
の

手
引
き
」
や
動
画
、
ポ
ス
タ

ー
・
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
な
ど
に

よ
る
普
及
啓
発
活
動

─
な

ど
を
行
っ
て
い
る
と
説
明
。

子
ど
も
は
熱
中
症
で
あ
っ

て
も
「
疲
れ
た
」
と
し
か
言

わ
な
い
こ
と
な
ど
に
注
意
を

促
し
、
刻
々
と
容
態
が
変
わ

っ
て
い
く
緊
急
時
の
対
応
に

つ
い
て
、
地
域
の
実
情
を
踏

ま
え
た
危
機
管
理
マ
ニ
ュ
ア

ル
を
作
成
・
見
直
し
し
て
い

く
こ
と
の
重
要
性
を
訴
え
、

学
校
医
に
は
、
学
校
や
子
ど

も
た
ち
の
状
況
を
踏
ま
え
た

医
学
的
知
見
に
よ
る
ア
ド
バ

イ
ス
を
求
め
た
。

小野課長

（
４
）
こ
ど
も
の
自
殺
対

策
に
つ
い
て
講
演
し
た
小
野

雄
大
こ
ど
も
家
庭
庁
支
援
局

総
務
課
長
は
、
令
和
７
年
度

の
自
殺
者
総
数
は
１
万
９
１

８
８
人
と
統
計
開
始
以
降
で

最
少
と
な
る
一
方
、
小
中
高

生
の
自
殺
者
数
は
５
３
８
人

と
最
多
で
あ
っ
た
こ
と
を
報

告
。
小
中
高
生
は
男
女
共
に

自
殺
未
遂
か
ら
１
年
以
内
に

再
び
自
殺
を
試
み
る
ケ
ー
ス

が
過
半
数
を
占
め
、
特
に
女

子
小
学
生
や
女
子
高
校
生
で

は
自
殺
未
遂
か
ら
１
カ
月
以

内
に
自
殺
に
至
る
割
合
が
高

い
こ
と
か
ら
、
「
自
殺
未
遂

を
し
た
子
や
、
希
死
念
慮
を

口
に
し
て
い
る
子
を
い
か
に

支
援
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で

き
る
か
が
、
と
り
わ
け
重
要

に
な
る
」
と
強
調
し
た
。

ま
た
、
政
府
と
し
て
は
、

「
こ
ど
も
の
自
殺
対
策
緊
急

強
化
プ
ラ
ン
」
（
令
和
５
年
）

に
基
づ
き
、
リ
ス
ク
の
早
期

発
見
や
的
確
な
対
応
、
要
因

「
学
校
保
健
に
関
す
る
最
近
の
課
題
」
を
テ
ー
マ
に
開
催

令
和
８
年
度
学
校
保
健
講
習
会

岡野教授

（
６
）
「
花
粉
症
重
症
化
ゼ

ロ
作
戦
〜
学
校
保
健
と
の
連

携
～
」
と
題
し
て
講
演
し
た

岡
野
光
博
国
際
医
療
福
祉
大

学
医
学
部
耳
鼻
咽
喉
科
学
教

授
は
、
ア
レ
ル
ギ
ー
性
鼻

炎
・
花
粉
症
が
重
症
化
す
る

と
Ｑ
Ｏ
Ｌ
が
低
下
し
、
学
業

へ
の
悪
影
響
も
見
ら
れ
る
と

の
デ
ー
タ
を
示
す
と
と
も

に
、
日
本
耳
鼻
咽
喉
科
頭
頸

部
外
科
学
会
で
は
、
２
０
２

２
年
か
ら
「
花
粉
症
重
症
化

ゼ
ロ
作
戦
」
を
実
施
し
て
い

る
こ
と
を
紹
介
。

２
０
３
０
年
ま
で
に
「
花

粉
症
を
含
む
ア
レ
ル
ギ
ー
性

鼻
炎
」
の
重
症
化
を
防
ぐ
こ

と
を
目
標
に
、
「
市
民
・
国

民
向
け
」
「
医
師
・
医
療
機

関
向
け
」
「
小
児
向
け
」
の

ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

展
開
し
て
い
る
と
し
、
花
粉

症
へ
の
先
制
医
療
を
行
う
こ

と
で
、
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
を

通
じ
て
重
症
化
を
予
防
す
る

考
え
を
示
し
た
。

ま
た
、
学
校
医
に
は
、
授

業
、
課
外
活
動
な
ど
で
の
花

粉
を
考
慮
し
た
環
境
整
備
を

図
る
こ
と
や
、
花
粉
症
の
児

童
・
生
徒
等
へ
の
対
応
指
導

が
求
め
ら
れ
る
と
し
、
「
花

粉
症
重
症
化
ゼ
ロ
作
戦
」
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
連
絡
す

れ
ば
、
花
粉
症
の
授
業
用
ス

ラ
イ
ド
の
提
供
が
可
能
で
あ

る
と
し
た
。

最
後
に
渡
辺
常
任
理
事
が

閉
会
の
あ
い
さ
つ
を
行
い
、

講
習
会
は
終
了
と
な
っ
た
。

渡辺常任理事

（
１
）
学
校
医
の
職
務
に

つ
い
て
講
演
し
た
渡
辺
常
任

理
事
は
、
主
な
仕
事
を
、
①

定
期
・
臨
時
健
康
診
断
の
実

施
②
学
校
保
健
・
安
全
計
画

の
立
案
③
学
校
の
環
境
衛
生

の
指
導
・
助
言
④
疾
病
の
予

防
・
感
染
症
対
策
⑤
健
康
相

談
・
保
健
指
導
⑥
救
急
処
置

─
に
整
理
し
て
説
明
。

学
校
に
お
け
る
健
康
診
断

の
目
的
に
つ
い
て
は
、
「
学

校
生
活
を
送
る
に
当
た
り
支

障
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い

て
、
疾
病
を
ス
ク
リ
ー
ニ
ン

グ
し
健
康
状
態
を
把
握
す
る

こ
と
と
、
学
校
に
お
け
る
健

康
課
題
を
明
ら
か
に
し
て
、

健
康
教
育
に
役
立
て
る
こ
と

に
あ
る
」
と
し
た
。

内
科
健
診
に
お
け
る
脱
衣

の
問
題
に
つ
い
て
は
、
着
衣

の
ま
ま
で
あ
れ
ば
学
校
医
は

そ
の
結
果
に
責
任
を
負
え
な

い
た
め
、
同
意
書
を
求
め
る

方
向
で
文
部
科
学
省
と
話
し

合
っ
て
い
る
と
し
、
健
診
の

意
義
を
伝
え
る
Ｓ
Ｎ
Ｓ
用
の

動
画
を
作
成
す
る
考
え
を
示

し
た
。

学
校
産
業
医
に
つ
い
て

は
、
学
校
医
と
産
業
医
の
役

割
を
区
別
す
べ
き
と
改
め
て

　令和8年度学校保健講習会を収録した動画並びに
資料は日本医師会ホームページ内のメンバーズルー
ム〔映像配信（講習会・研修会等）〕に掲載してい
ますので、ご活用願います（メンバーズルームをご
覧いただくにはログインIDとパスワードが必要と
なります）。
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令
和
８
年
度
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
「
未
来
ビ
ジ
ョ
ン
〝
若
手

医
師
の
挑
戦
〟
」
が
４
月
18

日
、
日
本
医
師
会
館
小
講
堂

で
開
催
さ
れ
、
都
道
府
県
医

師
会
か
ら
の
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
参
加

に
加
え
、
公
式YouTube

チ

ャ
ン
ネ
ル
に
て
ラ
イ
ブ
配
信

も
行
わ
れ
た
。

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
若

手
医
師
た
ち
の
取
り
組
み
に

ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
、
医
療
の

未
来
ビ
ジ
ョ
ン
に
つ
い
て
考

え
る
こ
と
を
目
的
に
開
催
し

て
い
る
も
の
で
、
今
回
で
４

回
目
と
な
る
。

笹
本
洋
一
常
任
理
事
の
司

会
で
開
会
。
冒
頭
あ
い
さ
つ

を
し
た
松
本
吉
郎
会
長
は
、

「
医
療
の
未
来
は
若
い
先
生

方
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
」
と

し
た
上
で
、
「
こ
う
し
た
先

生
方
が
い
か
に
き
ち
ん
と
し

た
医
療
を
、
国
民
の
生
命
と

健
康
を
守
る
た
め
に
提
供

し
、
活
躍
し
て
い
た
だ
く
か
。

そ
の
一
点
に
掛
か
っ
て
い

る
」
と
強
調
。
さ
ら
に
、
今

回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
内
容

を
全
国
の
先
生
方
で
共
有

し
、
各
地
域
で
生
か
し
て
い

く
重
要
性
を
示
す
と
と
も

に
、
「
国
民
へ
の
発
信
に
一

番
大
き
な
力
に
な
る
の
は
、

若
手
へ
の
先
生
方
の
発
表
が

最
も
良
い
の
で
は
な
い
か
」

と
投
げ
掛
け
た
。

続
い
て
、
松
井
道
宣
京
都

府
医
師
会
長
が
座
長
を
務

め
、
四
つ
の
講
演
の
後
、
フ

ロ
ア
を
交
え
た
意
見
交
換
が

行
わ
れ
た
。

（
１
）
都
道
府
県
医
師
会
役
員
と
し
て
活
躍
す
る 

                                

若
手
医
師
の
取
り
組
み

「
素
人
が
医
師
会
の
役
員
に
!?�

�

─
災
害
医
療
と
、
現
場
か
ら
始
ま
る
改
革
」

藁
谷
暢
（
福
島
県
医
師
会
常
任
理
事
／
総
合
南
東
北
病
院
外
科
医
長
）

藁谷常任理事

藁
谷
常
任
理
事
は
、
医
師

会
に
関
わ
る
き
っ
か
け
と
し

て
、
能
登
半
島
地
震
を
挙
げ

た
。
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
と
し
て
石
川

県
輪
島
市
に
派
遣
さ
れ
た
こ

と
に
触
れ
、
「
そ
の
際
に
学

ん
だ
の
は
、
診
療
だ
け
を
や

っ
て
い
て
も
地
域
医
療
は
回

ら
な
い
。
地
域
の
医
師
会
や

地
元
の
医
療
が
復
興
し
な
い

と
、
そ
の
地
域
の
復
興
は
あ

り
得
な
い
。
医
師
会
や
地
域

の
開
業
医
の
先
生
方
と
の
連

携
が
重
要
だ
と
痛
感
し
、
医

師
会
に
興
味
を
持
っ
た
」
と

振
り
返
っ
た
。

ま
た
、
コ
ロ
ナ
禍
も
き
っ

か
け
の
一
つ
と
し
、
医
師
会

と
い
う
存
在
を
認
識
す
る
と

と
も
に
、
医
師
会
と
行
政
の

連
携
の
重
要
性
を
実
感
し
た

と
し
た
。

福
島
県
医
師
会
で
の
現
在

の
取
り
組
み
と
し
て
は
、

（
１
）
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
研
修
の
開

催
、
（
２
）
Ｂ
Ｃ
Ｐ
・
マ
ニ

ュ
ア
ル
の
策
定
、
（
３
）
救

急
・
災
害
医
療
に
お
け
る
Ｄ

Ｘ
化

─
等
を
紹
介
。
今
年

度
か
ら
は
、
相
互
理
解
の
観

点
で
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
の
訓
練
に
Ｊ

Ｍ
Ａ
Ｔ
が
参
加
し
て
い
る
こ

と
に
も
触
れ
、
「
そ
れ
ぞ
れ

の
得
意
・
不
得
意
を
理
解
し

た
上
で
、
互
い
に
連
携
・
協

力
し
な
け
れ
ば
良
い
支
援
は

で
き
な
い
」
と
訴
え
た
。

さ
ら
に
、
東
北
６
県
の
医

師
会
が
連
携
し
、
広
域
災
害

に
強
い
医
療
体
制
を
構
築
す

る
「
日
本
医
師
会
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ

東
北
構
想
」
に
も
言
及
。「
平

時
か
ら
連
携
体
制
を
整
備
す

る
こ
と
で
顔
の
見
え
る
関
係

を
築
い
た
り
、
広
域
連
携
Ｊ

Ｍ
Ａ
Ｔ
の
構
築
を
進
め
た
り

し
て
い
る
」
と
述
べ
た
。

日
本
医
師
会
の
未
来
医
師

会
ビ
ジ
ョ
ン
委
員
会
に
も
触

れ
、
「
多
様
で
多
彩
な
委
員

の
先
生
方
と
の
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
は
、
非
常
に
学
び
が

多
く
、
刺
激
を
受
け
て
い
る
」

（
２
）
ロ
ボ
ッ
ト
手
術
の
最
前
線
を
切
り
拓
く 

                       

若
手
大
学
教
授
の
取
り
組
み

「
ロ
ボ
ッ
ト
心
臓
手
術
を
駆
使
し
た
挑
戦
：�

�

若
手
教
育
と
医
療
の
未
来
」

高
橋
洋
介
（
大
阪
公
立
大
学
医
学
部
心
臓
血
管
外
科
教
授
）

高橋教授

高
橋
教
授
は
、
従
来
の
胸

骨
正
中
切
開
と
は
別
に
、
近

年
は
体
に
負
担
の
少
な
い
新

し
い
方
法
と
し
て
、
胸
骨
を

切
ら
な
い
手
術
「
小
切
開
手

術
（
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
手
術
）
」
が

発
展
し
て
き
て
い
る
こ
と
を

報
告
。
さ
ら
に
、
「
ロ
ボ
ッ

ト
心
臓
手
術
は
低
侵
襲
で
患

者
さ
ん
に
と
っ
て
も
意
味
が

あ
る
」
と
し
、
そ
の
代
表
例

で
あ
る
「
ダ
ヴ
ィ
ン
チ
手
術

シ
ス
テ
ム
」
に
も
触
れ
、
僧

帽
弁
閉
鎖
不
全
症
に
対
す

る
、
弁
を
切
ら
な
い
弁
形
成

術
「Loop technique

」
を

ダ
ヴ
ィ
ン
チ
手
術
で
行
っ
て

い
る
動
画
を
紹
介
し
、
大
阪

公
立
大
学
で
は
、
現
在
ま
で

に
７
０
０
例
以
上
実
施
し
て

い
る
と
し
た
。

田中氏

田
中
氏
は
、
家
庭
医
に
つ

い
て
「
地
域
住
民
の
健
康
の

た
め
に
働
く
総
合
診
療
医
」

で
あ
る
こ
と
な
ど
に
触
れ
た

上
で
、
総
合
診
療
の
専
門
研

修
に
入
る
前
に
在
宅
医
療
を

経
験
し
た
こ
と
に
も
言
及
。

自
分
の
人
生
を
変
え
た
医
師

が
所
属
す
る
北
海
道
寿す

っ
つ
ち
ょ
う

都
町

の
診
療
所
の
見
学
を
振
り
返

り
、
一
番
印
象
に
残
っ
て
い

る
こ
と
と
し
て
「
置
き
去
り

実
習
」
を
挙
げ
、
「
私
は
こ

こ
で
初
め
て
、
病
気
を
持
つ

人
で
は
な
く
、
生
活
者
と
し

て
の
患
者
さ
ん
を
診
る
と
い

う
経
験
を
し
た
」
と
振
り
返

っ
た
。

一
方
で
、
家
庭
医
を
目
指

す
道
の
り
に
つ
い
て
は
ネ
ガ

ロ
ボ
ッ
ト
手
術
に
つ
い
て

は
若
手
教
育
を
変
え
る
技
術

で
あ
る
と
し
、
教
育
的
観
点

か
ら
の
利
点
と
し
て
、
①
手

術
内
で
の
同
一
視
野
を
リ
ア

ル
タ
イ
ム
で
共
有
す
る
た

め
、
術
者
の
視
点
で
学
ぶ
こ

と
が
で
き
る
②
チ
ー
ム
全
体

で
状
況
認
識
が
統
一
で
き
る

た
め
、
合
併
症
発
生
時
に
迅

速
な
対
応
が
可
能
で
あ
る
③

手
術
の
流
れ
の
理
解
が
容
易

で
、
チ
ー
ム
医
療
が
強
化
さ

れ
る

─
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る
と
し
た
。

ま
た
、
ロ
ボ
ッ
ト
手
術
は

執

刀

医
（console 

sur-

geon

）
と
助
手
（bed side 

surgeon

）
と
の
共
同
作
業

で
あ
る
と
し
、
「bed 

side 

surgeon

が
術
野
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
影
の
術
者
と
し

て
の
役
割
を
果
た
し
て
お

り
、
多
く
の
こ
と
を
学
ぶ
こ

と
が
で
き
、
最
終
的
に
は
次

のconsole 
surgeon

に
な

（
３
）
家
庭
医
と
し
て
活
躍
す
る
若
手
医
師
の 

                                               

取
り
組
み

「
家
庭
医
療
を
軸
と
し
た

�

若
手
医
師
の
多
面
的
な
取
り
組
み
」

田
中
い
つ
み
（
滋
賀
家
庭
医
療
学
セ
ン
タ
ー
）

（
４
）
京
都
府
医
師
会
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス 

  

委
員
会
が
考
え
る
若
手
医
師
に
向
け
た
取
り
組
み

「
少
数
派
の
視
点
は
、
組
織
の
伸
び
し
ろ
～

�

何
者
で
も
な
い
私
に
役
割
を
く
れ
た
京
都
の
懐
～
」

上
田
三
穂
（
京
都
府
医
師
会
理
事
／
京
都
府
立
医
科
大
学 

ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
支
援
セ
ン
タ
ー 

み
や
こ
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
）

上田理事

上
田
理
事
は
、
京
都
府
医

師
会
の
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ

ン
ス
委
員
会
に
つ
い
て
、「
全

て
の
医
師
が
心
身
共
に
健
康

に
過
ご
し
、
誇
り
を
持
っ
て

働
き
続
け
ら
れ
る
」
と
い
う

ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
下
、
活
動
を

展
開
し
て
い
る
こ
と
を
報

告
。具

体
的
な
取
り
組
み
と
し

て
は
、
「
妊
娠
に
際
し
職
場

の
み
ん
な
で
読
む
マ
ニ
ュ
ア

ル
」
を
紹
介
。
「
医
師
の
妊

娠
・
出
産
に
は
独
特
の
悩
み

ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
」
「
多
様

な
価
値
観
に
医
師
の
世
界
が

追
い
付
い
て
い
な
い
」
な
ど

の
課
題
を
踏
ま
え
、
情
報
共

有
に
よ
っ
て
状
況
を
改
善
さ

せ
る
狙
い
が
あ
る
と
し
、「
妊

活
の
体
験
談
」
「
術
者
と
し

て
働
く
妊
婦
の
リ
ア
ル
」「
復

帰
後
の
働
き
方
」
と
い
っ
た

内
容
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲

載
し
て
い
る
と
し
、
「
累
計

ア
ク
セ
ス
数
は
12
万
を
超
え

た
が
、
も
っ
と
多
く
の
医
師

に
読
ん
で
も
ら
い
た
い
」
と

話
し
た
。

ま
た
、
物
理
的
セ
ー
フ
テ

ィ
ー
ネ
ッ
ト
と
し
て
「
子
育

て
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
『
こ

さ
ぽ
る
ー
む
』」
を
、
心
理

的
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
と

し
て
「
子
育
て
医
師
の
会
in

京
都
」
に
も
取
り
組
ん
で
い

る
と
し
た
。

ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス

塾
in
京
都
に
つ
い
て
は
、
多

様
な
キ
ャ
リ
ア
形
成
や
ワ
ー

ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
に
関
わ

る
ス
キ
ル
を
学
び
合
う
た
め

に
年
１
回
開
催
し
て
い
る
と

し
、
こ
れ
ま
で
働
き
方
改
革

や
検
診
、
生
成
Ａ
Ｉ
を
テ
ー

マ
に
実
施
し
て
き
た
と
し

た
。さ

ら
に
、
京
都
府
医
師
会

全
体
の
取
り
組
み
に
も
触

れ
、
「
屋
根
瓦
ワ
ー
キ
ン
グ

チ
ー
ム
の
よ
う
に
バ
リ
バ
リ

と
医
療
や
教
育
を
引
っ
張
る

若
手
を
後
押
し
す
る
土
壌
が

あ
る
一
方
で
、
ワ
ー
ク
ラ
イ

フ
バ
ラ
ン
ス
委
員
会
の
よ
う

に
、
今
は
十
分
に
働
け
な
い

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
包
み
込
む

仕
組
み
も
同
時
に
存
在
し
て

い
る
。
多
様
な
視
点
を
両
立

し
て
い
る
こ
と
が
、
京
都
の

懐
の
深
さ
だ
」
と
述
べ
た
。

そ
の
上
で
上
田
理
事
は
、

多
様
な
視
点
に
よ
っ
て
初
め

て
組
織
は
真
に
強
く
な
る
と

の
考
え
も
示
し
、
「
あ
な
た

は
あ
な
た
の
ま
ま
で
、
医
師

会
に
来
て
く
だ
さ
い
。
他
人

や
過
去
は
変
え
ら
れ
な
く
て

も
、
多
様
な
視
点
が
組
織
の

伸
び
し
ろ
と
な
り
、
医
療
の

未
来
を
変
え
る
力
に
な
る
」

と
訴
え
た
。

そ
の
後
の
意
見
交
換
で
活

発
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
た

後
、
閉
会
の
あ
い
さ
つ
で
笹

本
常
任
理
事
は
本
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
を
更
に
発
展
さ
せ
る
取

り
組
み
と
し
て
、
都
道
府
県

医
師
会
の
協
力
の
下
、
開
催

地
で
活
躍
す
る
若
手
医
師
の

活
動
や
、
医
師
会
に
よ
る
若

手
支
援
の
取
り
組
み
な
ど
を

テ
ー
マ
に
し
た
地
方
版
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
を
新
た
に
始
め
る

こ
と
を
紹
介
。
第
１
回
目
は

京
都
府
医
師
会
の
協
力
に
よ

り
、
８
月
29
日
（
土
）
に
京

都
府
医
師
会
館
で
開
催
す
る

予
定
で
あ
る
と
し
て
、
参
加

を
呼
び
掛
け
た
。

っ
て
い
く
」
と
説
明
。bed 

side surgeon

を
育
て
る
た

め
に
、
「
僧
帽
弁
形
成
術
の

手
術
手
順
の
確
認
」
「bed 

side 
surgeon

の
二
人
体

制
」
「
術
前
の
３
Ｄ 

Ｃ
Ｔ
を

用
い
た
人
工
腱
索
の
長
さ
の

測
定
と
手
術
中
の
結
果
確

認
」
「
術
後
の
術
中
画
像
に

よ
る
振
り
返
り
」
を
行
っ
て

い
る
と
し
た
。

そ
の
上
で
、
高
橋
教
授
は

「
ロ
ボ
ッ
ト
手
術
は
一
部
の

先
進
施
設
の
話
で
は
な
く

て
、
患
者
さ
ん
の
利
益
と
人

材
育
成
を
両
立
さ
せ
る
次
世

代
の
医
療
の
基
盤
で
あ
る
」

と
強
調
し
た
他
、
ロ
ボ
ッ
ト

手
術
の
研
究
と
し
て
医
工
連

携
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と

や
、
ロ
ボ
ッ
ト
手
術
の
今
後

の
展
望
と
し
て
、
「
術
者
の

能
力
を
拡
張
す
る
ス
マ
ー
ト

手
術
支
援
が
可
能
に
な
る
」

と
い
っ
た
方
向
性
を
紹
介
し

た
。

と
語
っ
た
。

そ
の
他
、
若
手
医
療
人
材

の
育
成
を
進
め
、
学
び
続
け

る
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
を

作
る
た
め
の
方
策
と
し
て
、

及
。
家
庭
医
と
は
、
働
く
場

所
や
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
姿
を
変
え
る
「
カ
メ

レ
オ
ン
」
の
よ
う
な
存
在
で

あ
る
と
し
た
。

こ
の
他
、
現
在
の
活
動
と

し
て
は
学
会
の
広
報
活
動
や

初
期
研
修
医
を
対
象
と
し
た

メ
ン
タ
リ
ン
グ
、
町
の
委
員

会
活
動
、
日
本
医
師
会
の
未

来
医
師
会
ビ
ジ
ョ
ン
委
員
会

な
ど
に
も
積
極
的
に
参
画
し

て
い
る
こ
と
も
紹
介
し
た
。

今
後
に
つ
い
て
は
、
「
総

合
診
療
医
・
家
庭
医
と
し

て
、
患
者
さ
ん
ご
本
人
だ
け

で
な
く
、
生
活
背
景
ま
で
診

れ
る
医
師
で
あ
り
続
け
た

い
。
そ
う
い
っ
た
同
じ
よ
う

な
考
え
を
持
つ
若
手
を
育
て

た
い
」
と
述
べ
、
総
合
診
療

医
・
家
庭
医
が
文
化
と
し
て

日
本
に
根
付
く
こ
と
に
期
待

を
寄
せ
た
。

①
災
害
医
療
教
育
（
Ｊ
Ｍ
Ａ

Ｔ
等
の
実
践
的
研
修
を
広

げ
、
若
手
医
師
が
現
場
で
学

べ
る
機
会
の
整
備
）
②
若
手

の
医
師
会
参
画
促
進
（
福
島

県
版
「
未
来
医
師
会
ビ
ジ
ョ

ン
委
員
会
」
の
実
現
等
）
③

教
育
モ
デ
ル
構
築

─
を
掲

げ
、
「
福
島
発
の
モ
デ
ル
を

広
げ
、
若
手
医
師
の
育
成
と

参
画
を
進
め
て
い
き
た
い
」

と
意
気
込
ん
だ
。

テ
ィ
ブ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
嵐

で
落
ち
込
む
こ
と
も
あ
っ
た

が
、
学
生
時
代
に
「
学
生
・

研
修
医
の
た
め
の
家
庭
医
療

学
夏
期
セ
ミ
ナ
ー
」
で
、
同

じ
志
を
持
っ
た
多
く
の
人
々

と
出
会
っ
た
こ
と
が
心
の
支

え
に
な
っ
た
ば
か
り
で
な

く
、「
病
院
に
来
る
前
の
人
、

予
防
の
段
階
の
人
に
も
関
わ

り
た
い
。
そ
の
気
持
ち
が
私

を
総
合
診
療
の
道
に
推
し
進

め
て
く
れ
た
」
と
語
っ
た
。

ま
た
、
総
合
診
療
医
・
家

庭
医
の
仕
事
内
容
は
多
岐
に

わ
た
る
こ
と
な
ど
に
触
れ
た

上
で
、
病
院
勤
務
時
代
は
急

性
期
医
療
が
ほ
と
ん
ど
で
、

慢
性
期
・
家
庭
医
療
は
週
１

回
程
度
だ
っ
た
が
、
今
の
ク

リ
ニ
ッ
ク
で
は
慢
性
期
・
家

庭
医
療
が
大
半
を
占
め
、
最

近
で
は
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
や
研

修
医
教
育
に
取
り
組
む
こ
と

も
増
え
て
い
る
こ
と
に
言

若
手
医
師
の
多
様
な
取
り
組
み
を
共
有

令
和
８
年
度
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

              

「
未
来
ビ
ジ
ョ
ン〝
若
手
医
師
の
挑
戦
〞」

日
　

本
　

医
　

師
　

会

ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン

総
務
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
１
／
03
―
３
９
４
２
―
６
４
７
７
・
人
事
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
３
・
施
設
課 

03
―
３
９
４
２
―
７
０
２
７
・
国
際
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
９
・
医
療
保
険
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
０
・
介
護
保
険
課 
03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
１
・
広
報
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
３
・
情
報
シ
ス
テ
ム
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
５

（
会
員
情
報
室 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
２
／
電
子
認
証
セ
ン
タ
ー 

03
―
３
９
４
２
―
７
０
５
０
）・
地
域
医
療
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
７
・
医
療
技
術
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
７
８
・
日
本
准
看
護
師
推
進
セ
ン
タ
ー 

03
―
３
９
４
２
―
７
２
７
６
・
医
事
法
・
医
療
安
全
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
４
／
03
―
３
９
４
２
―
６
５
０
６
・
医
賠
責
対
策
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
６

経
理
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
６
・
医
業
経
営
支
援
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
９
・
年
金
福
祉
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
７
・
生
涯
教
育
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
９
・
編
集
企
画
室 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
８
・
日
本
医
学
会 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
４
０
・
総
合
医
療
政
策
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
４
・
健
康
医
療
第
一
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
８

健
康
医
療
第
二
課 

03
―
３
９
４
２
―
８
１
８
１
・
健
康
医
療
第
三
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
５
０
・
医
学
図
書
館 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
２
・
日
本
医
師
会
ド
ク
タ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
７
０
／
日
本
医
師
会
ド
ク
タ
ー
バ
ン
ク 

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
２
・
日
医
総
研 
03
―
３
９
４
２
―
７
２
１
５
（
日
本
医
師
連
盟 

03
―
３
９
４
７
―
７
８
１
５
・
防
災
セ
ン
タ
ー 

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
６
）
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き
役
割
」
「
Ⅳ
医

師
会
と
し
て
の
取

り
組
み
に
つ
い

て
」
「
Ⅴ
保
護
者

へ
の
支
援
に
つ
い

て
」
「
Ⅵ
医
療
的

ケ
ア
児
支
援
法
の

改
正
─
医
療
的
ケ

ア
児
者
支
援
法

へ
」
「
Ⅶ
地
域
の

小
児
医
療
体
制
の

確
保
に
つ
い
て
」

「
Ⅷ
総
括
」
「
お
わ

り
に
」
で
構
成
さ

れ
て
い
る
。

本
委
員
会
で
は
今
期
、
令

和
８
年
度
の
診
療
報
酬
改
定

に
向
け
た
要
望
に
つ
い
て
検

討
し
た
他
、
都
道
府
県
医
師

会
を
対
象
と
し
た
「
小
児
在

宅
ケ
ア
提
供
体
制
に
関
す
る

調
査
」
を
実
施
。
答
申
で
は
、

調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な

っ
た
課
題
に
つ
い
て
示
す
と

と
も
に
、
そ
の
対
応
策
や
好

事
例
な
ど
を
紹
介
し
て
い

る
。

「
Ⅴ
保
護
者
へ
の
支
援
に

つ
い
て
」
で
は
、
医
療
的
ケ

ア
児
を
地
域
で
養
育
す
る
家

族
の
精
神
的
、
身
体
的
な
負

担
が
過
酷
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
我
が
国
の
法
的
整

備
や
施
設
の
充
実
は
極
め
て

り
ま
と
め
、
担
当

の
坂
本
泰
三
常
任

理
事
同
席
の
下
、

石
塚
尋
朗
委
員
長

（
福
島
県
医
師
会

長
）
か
ら
松
本
吉

郎
会
長
に
提
出
し

た
。取

り
ま
と
め
に

当
た
っ
て
は
、
本

委
員
会
の
下
に

「
大
都
市
型
」
「
地

方
都
市
型
」
「
過

疎
地
域
型
」
の
三

つ
の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ

を
設
け
て
検
討
を
行
っ
た

他
、
令
和
６
年
に
起
き
た
能

登
半
島
地
震
の
影
響
を
踏
ま

医
標
準
レ
セ
プ
ト

ソ
フ
ト
）
の
普
及

に
対
応
で
き
る
医

療
秘
書
の
養
成
が

必
要
だ
と
し
て
い

る
他
、
医
療
現
場

に
お
い
て
は
チ
ー

ム
医
療
の
一
員
と

し
て
の
役
割
が
求

め
ら
れ
る
と
と
も

に
、
一
昨
年
４
月

か
ら
の
医
師
の
働

き
方
改
革
の
施
行

に
よ
り
、
医
師
の

労
働
環
境
改
善
に
寄
与
す
る

こ
と
が
よ
り
一
層
期
待
さ
れ

る
と
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
、
各
学
院
に
関
し
て

は
、
専
門
学
校
か
ら
４
年
制

大
学
ま
で
養
成
の
幅
も
広
が

り
、
有
能
な
医
療
秘
書
が
養

成
さ
れ
る
状
況
が
見
ら
れ
る

と
す
る
一
方
で
、
少
子
化
の

影
響
に
よ
る
学
生
数
の
減
少

等
で
残
念
な
が
ら
養
成
を
停

止
・
廃
止
す
る
学
院
も
あ

り
、
そ
の
数
が
12
に
上
る
現

状
に
危
機
感
を
示
し
て
い

る
。さ

ら
に
、
令
和
８
年
度
診

療
報
酬
改
定
に
つ
い
て
は
、

前
回
の
改
定
で
ベ
ー
ス
ア
ッ

プ
評
価
料
の
算
定
対
象
外
で

あ
っ
た
事
務
職
員
が
新
た
に

利
用
施
設
の
あ
り

方
～
２
０
４
０
年

問
題
が
及
ぼ
す
影

響
と
対
策
」
を
受

け
、
取
り
ま
と
め

た
も
の
で
あ
る
。

内
容
は
「
は
じ

め
に
」「
１
．
医
師

会
共
同
利
用
施
設

の
地
域
に
お
け
る

現
状
と
問
題
点
、

提
言
」「
２
．
医
師

会
共
同
利
用
施
設

に
お
け
る
２
０
４

０
年
問
題
に
対
す
る
対
策
」

「
３
．
第
31
回
全
国
医
師
会
共

同
利
用
施
設
総
会
報
告
（
分

科
会
報
告
よ
り
）」
「
お
わ
り

に
」
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

「
は
じ
め
に
」
で
は
、「
２

０
４
０
年
問
題
」に
対
し
て
、

医
師
会
は
し
っ
か
り
と
し
た

ビ
ジ
ョ
ン
を
持
ち
続
け
、
平

時
、
有
事
の
医
師
会
共
同
利

用
施
設
・
シ
ス
テ
ム
を
臨
機

■■■■■■■■

小
児
在
宅
ケ
ア
検
討
委
員
会
答
申

 

「
医
師
会
に
よ
る
小
児
在
宅
ケ
ア
の

   

体
制
整
備
と
医
療
的
ケ
ア
児
者
の

支
援
に
つ
い
て
」

■■■■■■■■

地
域
医
療
対
策
委
員
会
報
告
書

 

「
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
地
域
医
療
」

■■■■■■■■

第
46
回
日
本
医
師
会
医
療
秘
書

認
定
試
験
結
果
分
析
評
価
報
告
書

■■■■■■■■

医
師
会
共
同
利
用
施
設
検
討
委
員
会
答
申

 

「
地
域
に
根
ざ
し
た
医
師
会
共
同
利
用
施
設
の

   

あ
り
方
～
２
０
４
０
年
問
題
が
及
ぼ
す

影
響
と
対
策
」

不
十
分
で
あ
る
と
指
摘
。
自

治
体
に
対
し
て
「
医
療
的
ケ

ア
児
等
総
合
支
援
事
業
」
の

活
用
等
を
求
め
て
い
る
。

「
Ⅵ
医
療
的
ケ
ア
児
支
援

法
の
改
正
─
医
療
的
ケ
ア
児

者
支
援
法
へ
」
で
は
、
改
正

法
に
つ
い
て
現
時
点
で
の
議

論
の
要
点
を
示
し
た
上
で
、

成
立
の
意
義
を
強
調
。

「
Ⅶ
地
域
の
小
児
医
療
体

制
の
確
保
に
つ
い
て
」
で
は
、

医
療
的
ケ
ア
児
の
緊
急
入
院

等
の
受
け
入
れ
体
制
が
求
め

ら
れ
る
一
方
で
、
病
院
小
児

え
、
地
域
医
療
の
近
未
来
を

先
取
り
し
た
取
り
組
み
を
行

っ
て
い
る
安
田
健
二
石
川
県

医
師
会
長
に
講
演
を
し
て
も

ら
い
、
参
考
と
し
た
。

内
容
は
、（
１
）
緒
論
、（
２
）

各
地
域
に
お
け
る
医
療
提
供

体
制
の
実
情
に
つ
い
て
、

（
３
）
地
域
の
類
型
に
応
じ

た
検
討
に
つ
い
て

─
で
構

成
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
で
は
、
各
地
域
（
北

海
道
、
秋
田
県
、
山
形
県
、

福
島
県
、
群
馬
県
、
埼
玉
県
、

東
京
都
、
神
奈
川
県
横
浜
市
、

新
潟
県
、
静
岡
県
、
三
重
県
、

京
都
府
、
大
阪
府
堺
市
、
広

島
県
、
福
岡
県
、
熊
本
県
、

宮
崎
県
、
沖
縄
県
）
の
現
状

や
課
題
と
と
も
に
、
そ
の
解

決
策
が
「
医
療
機
能
の
分
化
」

「
偏
在
化
に
対
す
る
集
約
化
」

「
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人

設
立
の
有
用
性
」
「
医
師
の

高
齢
化
に
よ
る
診
療
所
の
閉

廃
院
対
策
と
し
て
の
医
業
承

継
」
「
へ
き
地
医
療
に
お
け

る
医
療
Ｄ
Ｘ
の
有
用
性
」「
地

域
医
療
を
担
っ
て
も
ら
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
若
手
医
師

の
教
育
の
必
要
性
」
等
、
様
々

な
論
点
・
視
点
に
よ
り
紹
介

さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
地
域
の
状
況
か
ら

離
れ
て
、
大
学
病
院
の
立
場

か
ら
地
域
に
お
け
る
大
学
病

院
の
役
割
が
、
病
院
団
体
の

立
場
か
ら
地
域
医
療
対
策
に

関
す
る
考
え
が
そ
れ
ぞ
れ
示

さ
れ
て
い
る
。

（
３
）
で
は
、
既
述
の
三

つ
の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ

で
類
型
ご
と
に
議
論
し
た
結

果
が
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
中
で
は
多
く
の
委
員
か

対
象
と
な
っ
た
こ
と
で
、
今

後
医
療
機
関
に
勤
務
す
る
医

療
秘
書
の
給
与
が
底
上
げ
さ

れ
、
医
療
秘
書
学
院
の
入
学

生
減
少
の
歯
止
め
に
な
る
の

で
は
な
い
か
と
期
待
感
を
表

明
。
ま
た
、
「
医
師
事
務
作

業
補
助
体
制
加
算
」
に
つ
い

て
は
、
診
療
報
酬
改
定
ご
と

に
拡
充
さ
れ
て
い
る
も
の

の
、
今
後
は
無
床
診
療
所
を

含
め
た
更
な
る
対
象
施
設
の

拡
大
及
び
評
価
が
望
ま
れ
る

と
し
て
い
る
。

そ
の
他
、
「
日
本
医
師
会

認
定
医
療
秘
書
」
に
関
し
て

は
、
充
実
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
を
課
し
て
養
成
し
て
お

り
、
質
が
確
保
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
医
療
秘

書
養
成
の
基
準
と
す
べ
き
で

あ
る
と
主
張
。
そ
の
認
知
度

を
更
に
高
め
る
た
め
に
も
、

診
療
報
酬
算
定
要
件
に
本
認

定
試
験
を
位
置
付
け
る
等
の

方
策
を
引
き
続
き
求
め
て
い

き
た
い
と
の
考
え
を
示
し
て

い
る
。

応
変
に
運
用
し
て
い
く
こ
と

が
重
要
に
な
る
と
し
た
上

で
、
「
２
０
４
０
年
問
題
」

の
対
策
と
し
て
必
要
な
こ
と

と
し
て
、
八
つ
の
事
項
を
提

言
し
て
い
る
。

「
１
．
医
師
会
共
同
利
用

施
設
の
地
域
に
お
け
る
現
状

と
問
題
点
、
提
言
」
で
は
、

医
師
会
病
院
、
臨
床
検
査
・

健
診
セ
ン
タ
ー
、
介
護
保
険

関
連
施
設
の
現
状
と
課
題
、

各
地
域
で
の
事
例
な
ど
も
紹

介
し
な
が
ら
、
そ
の
解
決
に

向
け
た
提
言
が
そ
れ
ぞ
れ
示

さ
れ
て
い
る
。

「
２
．
医
師
会
共
同
利
用

施
設
に
お
け
る
２
０
４
０
年

問
題
に
対
す
る
対
策
」で
は
、

２
０
４
０
年
に
向
け
て
起
こ

り
得
る
具
体
的
な
問
題
点
と

し
て
「
労
働
力
不
足
」
「
イ

ン
フ
ラ
・
施
設
老
朽
化
」「
医

療
Ｄ
Ｘ
等
へ
の
対
応
」
を
挙

げ
、
そ
の
対
策
を
明
示
し
て

い
る
。

「
お
わ
り
に
」
で
は
、
医

師
会
共
同
利
用
施
設
自
体
が

地
域
医
療
の
中
核
と
し
て
、

住
民
の
健
康
と
福
祉
を
支
え

る
公
益
的
役
割
を
担
っ
て
い

る
こ
と
を
再
認
識
す
る
ば
か

り
で
な
く
、
医
師
会
員
が
共

同
利
用
施
設
の
存
在
意
義
を

広
く
発
信
し
続
け
て
い
く
こ

と
が
必
要
で
あ
る
と
ま
と
め

て
い
る
。

そ
の
他
、
答
申
に
は
参
考

資
料
と
し
て
、
日
本
医
師
会

が
令
和
７
年
に
実
施
し
た

「
衛
生
検
査
所
（
検
体
検
査

会
社
、臨
床
検
査
セ
ン
タ
ー
）

か
ら
の
集
荷
料
等
の
請
求
に

か
か
る
調
査
」
の
結
果
が
紹

介
さ
れ
て
い
る
。

科
の
集
約
化
、
減
少
が
進
ん

で
い
る
こ
と
か
ら
、
国
・
都

道
府
県
に
対
し
、
地
域
の
小

児
医
療
体
制
確
保
に
向
け
た

支
援
を
求
め
て
い
る
。

ま
た
、
「
Ⅷ
総
括
」
で
は
、

課
題
の
克
服
の
た
め
、
医
師

会
の
三
層
構
造
の
役
割
を
明

確
化
し
、
互
い
に
補
完
し
合

っ
て
支
援
体
制
を
強
化
す
る

こ
と
を
提
案
。
ま
た
、
単
発

的
な
協
力
に
と
ど
ま
ら
ず
、

医
師
会
が
継
続
的
に
支
援
体

制
の
中
核
を
担
う
こ
と
に
期

待
感
を
示
し
て
い
る
。

令
和
６
・
７
年
度

 
会
内
委
員
会
答
申
・
報
告
書

（
全
文
は
日
本
医
師
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
メ
ン
バ
ー
ズ
ル
ー
ム
」
に
掲
載
）

小
児
在
宅
ケ
ア
検
討
委
員

会
は
会
長
諮
問
「
医
師
会
に

よ
る
小
児
在
宅
ケ
ア
の
体
制

整
備
と
医
療
的
ケ
ア
児
者
の

支
援
に
つ
い
て
」
に
対
す
る

答
申
を
取
り
ま
と
め
、
担
当

の
福
田
稠
副
会
長
並
び
に
坂

本
泰
三
常
任
理
事
同
席
の

下
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
り
、

河
野
幸
治
委
員
長
（
大
分
県

医
師
会
長
）
か
ら
松
本
吉
郎

会
長
に
提
出
し
た
。

答
申
は
「
は
じ
め
に
」「
Ⅰ

都
道
府
県
に
お
け
る
小
児
在

宅
医
療
に
関
す
る
現
状
把

握
」
「
Ⅱ
医
療
的
ケ
ア
児
支

援
の
た
め
の
関
係
者
に
よ
る

協
議
に
つ
い
て
」
「
Ⅲ
医
療

的
ケ
ア
児
支
援
セ
ン
タ
ー
の

課
題
と
医
師
会
が
果
た
す
べ

地
域
医
療
対
策
委
員
会

は
、
こ
の
ほ
ど
会
長
諮
問
「
地

域
の
実
情
に
応
じ
た
地
域
医

療
」
に
対
す
る
報
告
書
を
取

ら
、
「
患
者
数
の
減
少
、
高

齢
疾
患
の
増
加
、
救
急
搬
送

の
増
加
、
並
び
に
介
護
と
の

連
携
、
在
宅
医
療
の
重
要
性

が
浮
き
彫
り
に
な
る
中
で
、

医
療
提
供
体
制
の
安
定
化
に

は
医
業
経
営
基
盤
の
安
定
化

が
最
低
限
必
要
で
あ
る
」
と

の
考
え
が
示
さ
れ
た
こ
と
が

触
れ
ら
れ
て
い
る
。

第
46
回
日
本
医
師
会
医
療

秘
書
認
定
試
験
結
果
分
析
評

価
報
告
書
が
取
り
ま
と
め
ら

れ
、
担
当
の
江
澤
和
彦
常
任

理
事
同
席
の
下
、
野
田
正
治

委
員
長
（
愛
知
県
医
師
会
代

議
員
会
副
議
長
）
か
ら
松
本

吉
郎
会
長
に
提
出
さ
れ
た
。

本
報
告
書
は
、
12
県
医
師

会
（
12
校
）
で
２
３
３
名
の

受
験
生
が
参
加
し
て
行
わ
れ

た
第
46
回
日
本
医
師
会
医
療

秘
書
認
定
試
験
の
結
果
に
つ

い
て
分
析
・
評
価
し
た
も
の

で
あ
る
。
合
格
者
は
２
１
４

名
、
合
格
率
は
91
・
８
％
で

あ
っ
た
。

総
括
の
中
で
は
、
医
療
秘

書
に
つ
い
て
、
今
後
の
電
子

カ
ル
テ
及
び
Ｏ
Ｒ
Ｃ
Ａ
（
日

医
師
会
共
同
利
用
施
設
検

討
委
員
会
の
答
申
が
こ
の
ほ

ど
取
り
ま
と
め
ら
れ
、
担
当

の
黒
瀨
巌
常
任
理
事
、
黒
木

康
文
副
委
員
長
（
鹿
児
島
県

医
師
会
常
任
理
事
）
の
同
席

の
下
、
本
間
博
委
員
長
（
岩

手
県
医
師
会
長
）
か
ら
松
本

吉
郎
会
長
に
提
出
さ
れ
た
。

本
答
申
は
、会
長
諮
問
「
地

域
に
根
ざ
し
た
医
師
会
共
同

日
　

本
　

医
　

師
　

会

ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン

総
務
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
１
／
03
―
３
９
４
２
―
６
４
７
７
・
人
事
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
３
・
施
設
課 

03
―
３
９
４
２
―
７
０
２
７
・
国
際
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
９
・
医
療
保
険
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
０
・
介
護
保
険
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
１
・
広
報
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
３
・
情
報
シ
ス
テ
ム
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
５

（
会
員
情
報
室 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
２
／
電
子
認
証
セ
ン
タ
ー 

03
―
３
９
４
２
―
７
０
５
０
）・
地
域
医
療
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
７
・
医
療
技
術
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
７
８
・
日
本
准
看
護
師
推
進
セ
ン
タ
ー 

03
―
３
９
４
２
―
７
２
７
６
・
医
事
法
・
医
療
安
全
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
４
／
03
―
３
９
４
２
―
６
５
０
６
・
医
賠
責
対
策
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
６

経
理
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
６
・
医
業
経
営
支
援
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
９
・
年
金
福
祉
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
７
・
生
涯
教
育
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
９
・
編
集
企
画
室 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
８
・
日
本
医
学
会 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
４
０
・
総
合
医
療
政
策
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
４
・
健
康
医
療
第
一
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
８

健
康
医
療
第
二
課 

03
―
３
９
４
２
―
８
１
８
１
・
健
康
医
療
第
三
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
５
０
・
医
学
図
書
館 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
２
・
日
本
医
師
会
ド
ク
タ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
７
０
／
日
本
医
師
会
ド
ク
タ
ー
バ
ン
ク 

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
２
・
日
医
総
研 

03
―
３
９
４
２
―
７
２
１
５
（
日
本
医
師
連
盟 

03
―
３
９
４
７
―
７
８
１
５
・
防
災
セ
ン
タ
ー 

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
６
）
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訃
　
報

■
師
　
研
也
氏
（
元
宮
城
県

医
師
会
長
／
元
日
本
医
師
会

監
事
）

４
月
16
日
死
去
、
97
歳
。

通
夜
が
20
日
、
葬
儀
が
21
日

に
仙
台
市
内
で
執
り
行
わ
れ

た
。
喪
主
は
ご
令
室
、
賞
子

週
末
、
私
は
サ
ル
サ
に
身

を
投
じ
る
。
華
や
か
な
ラ
テ

ン
音
楽
に
身
を
委
ね
な
が

ら
、
ふ
と
気
付
く
こ
と
が
あ

る
。
こ
の
ダ
ン
ス
フ
ロ
ア
と
、

私
の
診
察
室
は
、
驚
く
ほ
ど

よ
く
似
て
い
る
。
サ
ル
サ
は

ペ
ア
ダ
ン
ス
だ
。
リ
ー
ド
す

る
側
は
、
相
手
の
技
術
レ
ベ

ル
や
そ
の
日
の
コ
ン
デ
ィ
シ

ョ
ン
、
好
み
の
ス
タ
イ
ル
を

瞬
時
に
読
み
取
り
、
次
の
一

歩
を
選
ぶ
。

初
心
者
に
は
基
本
の
リ
ズ

ム
を
慈
し
む
よ
う
に
伝
え
、

上
級
者
に
は
複
雑
な
リ
ー
ド

で
共
に
高
み
を
目
指
す
。
交

わ
す
の
は
言
葉
で
は
な
い
。

手
の
ひ
ら
か
ら
伝
わ

る
微
か
な
圧
力
と
重

心
の
移
動
が
、
二
人

の
対
話
と
な
る
。
そ

う
し
て
呼
吸
が
重
な
っ
た
瞬

間
、
踊
り
は
別
次
元
へ
と
跳

ね
上
が
る
。
踊
り
終
え
た
相

手
の
顔
に
ふ
っ
と
笑
み
が
広

が
り
、
「
楽
し
か
っ
た
」
と

言
っ
て
も
ら
え
る
。
あ
の
瞬

間
の
喜
び
は
格
別
だ
。

日
々
の
診
察
も
、
本
質
は

同
じ
で
あ
る
と
感
じ
る
。
患

者
が
求
め
て
い
る
の
は
、
病

名
の
告
知
や
処
方
箋せ

ん

だ
け
で

は
な
い
。
不
安
を
抱
え
る
人
、

痛
み
に
疲
れ
果
て

た
人
、
あ
る
い
は
、

た
だ
誰
か
に
話
を

聞
い
て
ほ
し
い

人
。
問
診
の
言
葉
の
端
々
、

表
情
の
陰
り
、
そ
し
て
沈
黙

の
重
さ
、
そ
れ
ら
を
五
感
で

受
け
止
め
、
こ
ち
ら
の
ア
プ

ロ
ー
チ
を
繊
細
に
変
え
て
い

く
。
数
値
や
デ
ー
タ
だ
け
で

は
見
え
な
い
「
そ
の
人
」
に

手
が
届
い
た
時
、
診
察
は
よ

う
や
く
一
つ
の
形
と
し
て
か

み
合
う
。

帰
り
際
に
「
先
生
に
相
談

し
て
良
か
っ
た
」
と
振
り
返

る
患
者
の
横
顔
は
、
ダ
ン
ス

フ
ロ
ア
で
見
た
あ
の
笑
顔

と
、
鮮
や
か
に
重
な
っ
て
見

え
る
。
医
療
も
ダ
ン
ス
も
、

相
手
の
鼓
動
を
感
じ
取
る
技

術
。
私
は
今
日
も
、
誰
か
の

人
生
に
寄
り
添
う
た
め
の
ス

テ
ッ
プ
を
、
丁
寧
に
踏
み
続

け
る
。

�

（
巌
）

ス
テ
ッ
プ
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
♬

様
。氏

は
昭
和
３
年
生
ま
れ
。

昭
和
28
年
東
京
慈
恵
会
医
科

大
学
卒
業
。
昭
和
38
年
師
小

児
科
医
院
継
承
開
業
。

平
成
16
年
３
月
か
ら
平
成

20
年
２
月
ま
で
宮
城
県
医
師

会
長
を
務
め
た
。

そ
の
間
、
平
成
18
年
４
月

か
ら
平
成
20
年
３
月
ま
で
日

本
医
師
会
監
事
を
務
め
た
。

平
成
20
年
に
は
旭
日
小
綬

章
を
受
章
し
て
い
る
。

第
１
６
８
回

 

日
本
医
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

《
現
地
参
加
＆
Ｗ
Ｅ
Ｂ
参
加
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
開
催
》

◆
主
催
：
日
本
医
学
会

◆
後
援
：
日
本
産
科
婦
人
科

学
会
・
日
本
人
類
遺
伝
学

会
・
日
本
小
児
科
学
会
・
日

本
神
経
学
会
・
日
本
遺
伝
カ

ウ
ン
セ
リ
ン
グ
学
会

◆
日
時
：
６
月
６
日
（
土
）

午
後
１
時
～
５
時
５
分

◆
場
所
：
日
本
医
師
会
館
大

講
堂

◆
テ
ー
マ
：
着
床
前
遺
伝
学

的
検
査
（
Ｐ
Ｇ
Ｔ
─

Ｍ
）
に

つ
い
て
考
え
る

◆
定
員
：
現
地
参
加
３
０
０

名
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ
参
加
２
０
０
０

名◆
参
加
費
：
無
料

◆
プ
ロ
グ
ラ
ム
：

・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
概
説
（
序

論
）
（
加
藤
聖
子
福
岡
山
王

病
院
長
／
国
際
医
療
福
祉
大

学
教
授
、
福
嶋
義
光
信
州
大

学
医
学
部
公
正
研
究
推
進
講

座
特
任
教
授
）

１
．
「
Ｐ
Ｇ
Ｔ
─

Ｍ
審
査
の
現

状
と
課
題
」
（
三
浦
清
徳
長

崎
大
学
大
学
院
医
歯
薬
学
総

合
研
究
科
産
科
婦
人
科
学
教

授
）

２
．
「
子
ど
も
の
い
の
ち
と

最
善
の
利
益
を
め
ぐ
る
問

い
」
（
笹
月
桃
子
早
稲
田
大

学
人
間
科
学
学
術
院
人
間
科

学
部
教
授
）

３
．
「
Ｐ
Ｇ
Ｔ
─

Ｍ
実
施
認
定

施
設
の
立
場
か
ら
」
（
中
岡

義
晴
Ｉ
Ｖ
Ｆ
な
ん
ば
ク
リ
ニ

ッ
ク
院
長
）

４
．
「
Ｐ
Ｇ
Ｔ
─

Ｍ
を
申
請
し

た
遺
伝
性
腫
瘍
患
者
の
立
場

か
ら
」
〔
野
口
麻
衣
子
Ｒ
Ｂ

（
網
膜
芽
細
胞
腫
）
ピ
ア
サ

ポ
ー
ト
の
会 

共
同
代
表
〕
、

「
Ｐ
Ｇ
Ｔ
─

Ｍ
を
経
験
し
た
遺

伝
性
腫
瘍
患
者
の
立
場
か

ら
」
〔
木
瀬
真
紀
Ｒ
Ｂ
（
網

膜
芽
細
胞
腫
）
ピ
ア
サ
ポ
ー

ト
の
会 

共
同
代
表
〕

５
．
「
不
妊
治
療
施
設
の
臨

床
遺
伝
専
門
医
・
小
児
科
医

の
立
場
か
ら
」
（
黒
田
知
子

加
藤
レ
デ
ィ
ス
ク
リ
ニ
ッ
ク

臨
床
遺
伝
診
断
部
部
長
）

・
総
合
討
論

◆
申
込
方
法
：
日
本
医
学
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の
「
開
催

案
内
」
欄
「
第
１
６
８
回
日

本
医
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」

よ
り
、
個
別
に
必
要
事
項
を

入
力
し
、
申
し
込
み
願
い
ま

す
。

＊
た
だ
し
、
定
員
に
な
り
次

第
、
締
切
と
な
り
ま
す
。

申し込みはこちら

◆
申
込
締
切
：
６
月
５
日

（
金
）
午
後
５
時

＊
本
講
習
会
を
受
講
す
る

と
、
日
本
医
師
会
生
涯
教
育

制
度
の
単
位
（
Ｃ
Ｃ
２
医
療

倫
理
：
臨
床
倫
理
３
・
５
単

位
）
が
取
得
で
き
ま
す
。

＊
大
講
堂
内
は
自
由
席
で

す
。
大
講
堂
内
で
は
お
食
事

は
で
き
ま
せ
ん
。

＊
旅
費
の
支
給
は
ご
ざ
い
ま

せ
ん
。

＊
当
日
の
模
様
は
後
日
に
日

本
医
学
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

オ
ン
デ
マ
ン
ド
配
信
を
掲
載

す
る
予
定
で
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
先
：
日
本
医

学
会
〔

03
─

３
９
４
６
─

２

１
２
１
（
代
）
〕

書
籍
紹
介

は
、
医
療
現
場
は
感
染
リ
ス

ク
や
過
酷
な
就
労
環
境
を
乗

り
越
え
て
き
た
。
し
か
し
、

今
な
お
、
人
手
不
足
や
経
営

圧
迫
と
い
っ
た
深
刻
な
構
造

的
課
題
が
続
い
て
い
る
。

こ
う
し
た
危
機
的
状
況
だ

か
ら
こ
そ
、
職
員
を
守
り
、

職
場
環
境
を
維
持
・
向
上
さ

せ
る
「
産
業
保
健
」
の
重
要

性
は
か
つ
て
な
い
ほ
ど
高
ま

っ
て
い
る
。

本
書
は
、
２
０
４
０
年
に

向
け
た
社
会
構
造
の
変
化
を

見
据
え
、
ま
ず
は
職
員
の
健

康
と
安
全
を
守
り
、
働
き
や

す
く
誇
り
を
持
て
る
職
場
を

つ
く
る
た
め
の
「
生
き
た
手

引
き
書
」
と
も
言
え
る
書
籍

で
あ
る
。

そ
の
内
容
は
多
忙
な
現
場

の
負
担
に
配
慮
し
、
要
点
を

短
時
間
で
把
握
で
き
る
よ
う

コ
ン
パ
ク
ト
に
編
集
さ
れ
て

い
る
。
医
療
機
関
に
お
け
る

産
業
保
健
の
進
め
方
や
必
要

な
知
識
を
具
体
的
に
解
説
し

て
い
る
他
、
産
業
医
を
始
め
、

感
染
管
理
や
放
射
線
防
護
な

ど
の
部
門
、
さ
ら
に
は
そ
れ

を
支
え
る
看
護
職
・
事
務
職

ら
が
連
携
す
る
「
チ
ー
ム
体

ケ
ア
ツ
ー
ル
だ
」
と
語
る
、

慶
應
義
塾
大
学
病
院
に
所
属

す
る
気
鋭
の
精
神
科
医
が
、

そ
の
臨
床
的
実
践
を
基
に

「
ア
ニ
メ
」
を
臨
床
的
な
セ

ラ
ピ
ー
の
場
で
活
用
す
る
手

法
を
説
い
た
本
邦
初
の
解
説

書
で
あ
る
。

な
ぜ
ア
ニ
メ
が
メ
ン
タ
ル

ケ
ア
に
有
用
な
の
か
、
そ
れ

を
裏
付
け
る
理
論
的
基
盤
、

ス
テ
ッ
プ
・
バ
イ
・
ス
テ
ッ

プ
で
の
実
践
法
、
具
体
的
な

ケ
ー
ス
と
作
品
名
を
提
示
し

な
が
ら
、
分
か
り
や
す
く
解

説
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
本
書
の
中
に
は

著
者
の
恩
師
で
も
あ
る
斎
藤

環
氏
と
の
対
談
も
収
録
。
作

品
選
び
や
副
作
用
に
関
す
る

話
か
ら
保
険
診
療
の
中
で
の

実
践
方
法
、
Ａ
Ｉ
診
療
に
お

け
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
コ
ン
テ

ン
ツ
の
生
か
し
方
や
最
新
の

サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
作
品
の
話

題
に
至
る
ま
で
網
羅
し
た
内

容
に
な
っ
て
お
り
、
極
め
て

興
味
深
い
一
冊
と
な
っ
て
い

る
。

定
価　

３
７
４
０
円（
税
込
）

発
行　

中
外
医
学
社

医
療
機
関
に
お
け
る

産
業
保
健
活
動
の
手

引
き

基
本
知
識
か
ら
実
践
ま
で

相
澤
好
治
　
監
修

和
田
耕
治
　
他
　
編

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
で

制
」
を
想
定
し
、
活
動
の
指

針
が
示
さ
れ
て
い
る
。

産
業
医
と
現
場
ス
タ
ッ
フ

が
協
働
し
、
院
長
ら
管
理
者

の
関
与
を
得
な
が
ら
、
実
効

性
の
あ
る
産
業
保
健
活
動
を

進
め
る
た
め
の
具
体
的
な
道

標
し
る
べ

と
な
る
一
冊
と
な
っ
て
い

る
。

定
価　

２
９
７
０
円（
税
込
）

発
行　

産
業
医
学
振
興
財
団

乳
房
再
建update

患
者
と
と
も
に
選
択
す

る
た
め
の
確
か
な
技
術

冨
田
興
一
　
　
　

素
輪
善
弘
　
編
著

乳
房
再
建
を
取
り
巻
く
状

況
は
大
き
く
変
化
し
、
シ
リ

コ
ン
乳
房
イ
ン
プ
ラ
ン
ト
の

普
及
に
始
ま
り
、
穿
通
枝
皮

弁
や
脂
肪
注
入
と
い
っ
た
手

法
も
加
わ
り
、
患
者
、
医
療

者
双
方
に
と
っ
て
も
「
選
べ

る
時
代
」と
な
っ
た
一
方
で
、

再
建
医
に
は
高
度
な
判
断
力

と
技
術
が
求
め
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。

本
書
は
、
こ
れ
か
ら
乳
房

再
建
に
関
わ
る
形
成
外
科
医

や
乳
腺
外
科
医
並
び
に
乳
が

ん
治
療
に
携
わ
る
医
師
向
け

に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
、
標

準
的
な
知
識
と
最
新
の
知
見

が
包
括
的
に
ま
と
め
ら
れ
た

実
践
的
な
一
冊
と
な
っ
て
い

る
。そ

の
内
容
は
５
章
で
構

成
。
第
１
章
で
は
代
表
的
な

症
例
を
基
に
術
式
選
択
の
考

え
方
を
解
説
。
第
２
章
で
は

基
本
術
式
を
整
理
。
第
３
章

で
は
ト
ピ
ッ
ク
ス
と
し
て
、

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
再
建
な
ど
の

技
術
革
新
を
紹
介
し
、
第
４

章
で
は
先
達
の
知
恵
を
Ｑ
＆

Ａ
方
式
で
記
載
。
最
後
の
第

５
章
で
は
編
者
に
よ
る
対
談

形
式
で
乳
房
再
建
の
未
来
に
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メ
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を
持
ち
、「
ア
ニ
メ
こ
そ
、

現
代
の
日
本
社
会
で
最
も
ア

ク
セ
ス
し
や
す
い
メ
ン
タ
ル
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日本医師会定款第19条及び第20条第2項の規定に基
づき、来る6月27日（土曜）午前9時30分から東京都
文京区本駒込2丁目28番16号日本医師会館において、
第162回日本医師会定例代議員会を開催いたします
が、その際、定款第21条第2項、第33条、第34条及び
第54条の規定により、本会会長、副会長、常任理事、
理事、外部理事、監事、外部監事及び裁定委員の選任・
選定並びに代議員会議長及び副議長の選定を行いま
す（本会会長、副会長、常任理事、理事、外部理事、
監事、外部監事及び裁定委員の任期は、定款第32条
第1項及び第55条第1項並びに同施行細則第38条の規
定により、令和8年6月27日から令和9年度に関する定
例代議員会終結の時までとなります。また、代議員
会議長及び副議長の任期は、定款第15条第1項及び定
款第21条第3項の規定により、令和8年6月27日から令
和9年度に関する定例代議員会開催日の前日までとな
ります）。
つきましては、日本医師会会員の中で上記役員等に
立候補しようとする者（代議員会議長及び副議長の
立候補については、令和8年6月27日を就任始期とす
る日本医師会代議員選出者（選出予定者を含む。た
だし、選出予定者については、選出されなかった場合、
立候補の効力を失うこととなります。））は、定款施
行細則第18条、第20条、第22条、第47条及び第48条
の規定に基づき、別紙様式により選任期日の3週間前
までに、即ち公示日から6月6日（土曜）午後5時まで
の間に、本委員会宛に届け出るようお願い申し上げ
ます。

記

1.	�立候補しようとする者は、立候補者の氏名、立候補
しようとする役職（外部理事または外部監事を希望
する者は、役職欄に「外部理事」または「外部監事」
と記載してください。）、医籍登録番号、立候補者の
住所、所属都道府県医師会名及び推薦人（10名以上
15名以内）を記載した立候補届出書（様式1）並び
に候補者経歴表（様式2）を提出して下さい。
2.	�定款施行細則第24条の規定に基づき、候補者は、氏
名、経歴、所信、写真を本会ホームページに掲載す
るよう申し出ることができます。掲載を希望する候
補者は、指定用紙（A4判一枚）をもって、定款施
行細則第18条の規定にある期間内に本委員会宛に
申請して下さい。申請された掲載文及び写真は、そ
のままPDFファイル化し、本会ホームページに掲
載いたします。なお、定款施行細則第25条の規定に
より、掲載文のなかで他人の名誉を傷つけ、善良な
風俗を害し、その他品位を損なう文言を記載するこ
とは厳に禁じられています。また、本申し出がない
場合でも、候補者の氏名及び所属都道府県医師会名
を本会ホームページに掲載する場合がございます
ので、ご了承下さい。

なお、今回選任・選定する役員及び裁定委員並びに
代議員会議長及び副議長の定数は、次のとおりです。
	 会　　　　　長	 定　数	 1名
	 副　　会　　長	 〃	 3名
	 常　任　理　事	 〃	 14名
	 理　　　　　事	 〃	 14名
	 外　部　理　事	 〃	 1名
	 監　　　　　事	 〃	 2名
	 外　部　監　事	 〃	 1名
	 裁　定　委　員	 〃	 11名
	 代　議　員　会　議　長	 〃	 1名
	 代議員会副議長	 〃	 1名

上記のうち裁定委員は、定款第56条の規定により、
本会の役員及び代議員（予備代議員を含む）並びに
他の医師会の役員及び裁定に関する委員を兼ねるこ
とはできません。

（参　考）

公益社団法人日本医師会定款（抜粋）
第4章　代議員及び予備代議員

（代議員の任期）
第15条　代議員の任期は、選出後最初の定例代議員
会開催日より、2年後の定例代議員会開催日の前日
までとする。
2	�前項の規定にかかわらず、任期満了時において、代

議員が代議員会決議取消しの訴え、解散の訴え、責
任追及の訴え及び役員解任の訴え（法人法第266条
第1項、第268条、第278条、第284条）を提起してい
る場合（同法第278条第1項に規定する訴えの提起の
請求をしている場合を含む。）には、当該訴訟が終
結するまでの間、当該代議員は上記訴えに関する限
りにおいて社員たる地位を失わない（当該代議員
は、代議員会において解散以外の事項については議
決権を有しないこととする。）。
3	�代議員の任期が満了しても、後任者が選出されるま
では、代議員は、引き続きその職務を行わなければ
ならない。

第5章　代議員会
（代議員会の議長及び副議長の選定）
第21条　代議員会に、議長及び副議長各1名を置く。
2	�議長及び副議長は、代議員会において、代議員の中
から選定する。
3	�議長及び副議長の任期は、それぞれの代議員として
の任期による。

第6章　役員等
（役員等の任期）
第32条　理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終
了する事業年度のうち最終のものに関する定例代
議員会の終結の時までとする。
2	�理事又は監事は、法令に定める定数に足りなくなる
ときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、
新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は
監事としての権利義務を有する。
3	�会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事
業年度のうち最終のものに関する定例代議員会の
終結の時までとする。ただし、その定例代議員会に
おいて別段の決議がされなかったときは、再任され
たものとみなす。
（役員等の選任）
第33条　理事及び監事は、本定款の定めるところに
より、本会会員の中から、代議員会の決議によって
選任する。
2	�前項の規定に基づく理事の選任は、役職（会長、副
会長、常任理事及び理事）毎に分けて行う。
3	�前項の選任は、得票数の多い順に、定款で定められ
た当該役職毎の員数に達するまでの得票を得たこ
とを条件とする代議員会の決議をもって行う。
4	�前2項の規定に基づく理事の選任において、当選人
の数が代議員会の決議要件を欠くために当該役職
の員数に達しないときは、当選人を除く候補者のう
ち、得票数の多い順に、員数に不足する数に1名を
加えた数の候補者をもって、再度、前2項の規定に
基づく理事の選任を行う。なお、再度の候補者を定
めるにあたり、得票数が最も少ない候補者の得票数
が同じであるときは、いずれも候補者とする。
5	�第1項の規定に基づく監事の選任は、前2項の規定に
準じて行う。
6	�会計監査人は、代議員会の決議によって選任する。
（会長、副会長及び常任理事の選定等）
第34条　会長、副会長及び常任理事は、本定款の定
めるところにより、代議員会の決議によって選定及
び解職する。
2	�前項の規定に基づく会長、副会長及び常任理事の選
定においては、前条の規定に基づき選任された理事
をもってそれぞれの候補者とする。

第9章　裁定委員会
（裁定委員の選任）
第54条　裁定委員は、本会会員の中から、代議員会
において選任する。
（裁定委員の任期）
第55条　裁定委員の任期は、第32条第1項（役員等の
任期）の規定を準用する。
2	�任期の満了又は辞任により退任した裁定委員は、後
任者が選任されるまでは、引き続きその職務を行う
ものとする。
（裁定委員の兼職禁止）
第56条　裁定委員は、本会の役員及び代議員（予備
代議員を含む。）並びに他の医師会の役員及び裁定
に関する委員を兼ねることができない。

日本医師会定款施行細則（抜粋）
第3章　役員の選任

（役員選任の細則）
第15条　定款第33条第1項及び第35条の規定に基づく
役員の選任は、本章の定めるところによる。
（選任に関する必要事項の通知）
第16条　選挙管理委員会は、役員の選任にあたって

は、あらかじめ、選任に関する必要な事項について、
その要旨を都道府県医師会長に通知しなければな
らない。
（選任期日の公示）
第17条　選挙管理委員会は、役員の選任の期日を、
その30日前までに、公示（本会のホームページへ掲
載）しなければならない。
（立候補届出）
第18条　役員の候補者となろうとする者は、会員10
名以上15名以内の推薦を受けて、その選任の期日の
3週間前までに、文書で、その旨を選挙管理委員会
に届け出なければならない。
2	�前項の届出は、午前10時から午後5時までの間にし
なければならない。
（経歴表の添付）
第20条　第18条の規定による立候補届出には、経歴
表を添付しなければならない。
（立候補届出書等の様式）
第22条　立候補届出書、経歴表及び候補辞退届出書
の様式は、別紙で定める。
（ホームページへの掲載）
第24条　候補者は、選挙管理委員会に対し、役員の
選任において、候補者の氏名、経歴、所信、写真を、
本会ホームページに掲載するよう申し出ることが
できる。
2	�前項の場合、候補者は、選挙管理委員会が指定した
用紙を用いた掲載文及び写真を添えて、選挙管理委
員会の指定する期日までに、文書で選挙管理委員会
に申請しなければならない。
3	�選挙管理委員会は、前項の申請があったときは、掲
載文及び写真を、本会ホームページに掲載する。
4	�第1項の申し出がない場合であっても、選挙管理委
員会は、候補者の氏名及び所属都道府県医師会名
を、本会ホームページに掲載することができる。
5	�掲載の順序は、候補者一覧表の記載の順序による。
（品位保持）
第25条　候補者は、前条第2項の掲載文には、他人の
名誉を傷つけ、善良な風俗を害し、その他品位を損
なう文言を記載してはならない。
（役員の任期の起算）
第38条　役員の任期の起算は、その選任が行われた
時からとする。

第5章　議長及び副議長の選定
（代議員会の議長及び副議長の選定）
第47条　定款第21条第2項の規定に基づく代議員会の
議長及び副議長の選定については、役員の選任に関
する規定を準用する。

第6章　裁定委員の選任
（裁定委員の選任）
第48条　定款第54条の規定に基づく裁定委員の選任
については、役員の選任に関する規定を準用する。

公益社団法人及び公益財団法人の 
認定等に関する法律（抜粋）

第二章　公益法人の認定等 
第一節　公益法人の認定

（公益認定の基準）
第五条　行政庁は、前条の認定（以下「公益認定」
という。）の申請をした一般社団法人又は一般財団
法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、
当該法人について公益認定をするものとする。
十五　理事のうち一人以上が、当該法人又はその子
法人（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
（平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財
団法人法」という。）第二条第四号に規定する子法
人をいう。以下この号及び次号において同じ。）の
業務執行理事（一般社団・財団法人法第百十五条第
一項（一般社団・財団法人法第百九十八条において
準用する場合を含む。）に規定する業務執行理事を
いう。以下この号において同じ。）又は使用人でな
く、かつ、その就任の前十年間当該法人又はその子
法人の業務執行理事又は使用人であったことがな
い者その他これに準ずるものとして内閣府令で定
める者であること。ただし、毎事業年度における当
該法人の収益の額、費用及び損失の額その他の政令
で定める勘定の額がいずれも政令で定める基準に
達しない場合は、この限りでない。
十六　監事（監事が二人以上ある場合にあっては、
監事のうち一人以上）が、その就任の前十年間当該
法人又はその子法人の理事又は使用人であったこ
とがない者その他これに準ずるものとして内閣府
令で定める者であること。

公益社団法人日本医師会 選挙管理委員会
（令和8年5月20日）

日本医師会役員及び裁定委員の選任・選定並びに 
代議員会議長及び副議長の選定に関する公示
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の
お
の
次
の
ス
テ

ッ
プ
に
向
か
っ
て
巣
立
っ
て

い
く
。
彼
ら
が
医
師
と
し
て

脂
が
乗
っ
て
い
る
頃
に
は
、

今
ま
で
と
は
違
う
景
色
が
待

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
う
思
い
な
が
ら
、
今
年
の

研
修
医
に
臨
床
研
修
修
了
証

を
手
渡
し
た
次
第
で
あ
る
。

ン
タ
ー
（
１
９
９
２
～
93
年
）

に
臨
床
留
学
し
た
。
そ
の
後
、

１
９
９
９
年
末
ま
で
山
口
大

学
医
学
部
附
属
病
院
に
勤

務
。
２
０
０
０
年
か
ら
山
口

労
災
病
院
勤
務
と
な
り
、
２

０
１
６
年
か
ら
副
院
長
、
２

０
２
０
年
か
ら
特
別
顧
問
、

２
０
２
３
年
か
ら
院
長
を
務

め
た
。

医
師
会
と
の
関
わ
り
は
２

０
０
４
～
07
年
ま
で
小
野
田

医
師
会
理
事
、
２
０
０
９
～

12
年
ま
で
山
口
県
医
師
会

（
県
医
）
広
報
委
員
、
２
０
１

０
～
12
年
ま
で
日
医
代
議
員
、

２
０
１
２
年
か
ら
県
医
理

事
、
常
任
理
事
、
専
務
理
事
、

副
会
長
を
経
て
２
０
２
２
年

か
ら
会
長
を
務
め
て
い
る
。

医
師
会
と
深
く
関
わ
る 

き
っ
か
け

２
０
０
０
年
前
後
か
ら
医

療
訴
訟
が
増
え
、
小
泉
政
権

時
に
医
療
費
抑
制
政
策
が
採

ら
れ
た
こ
と
で
、
医
療
崩
壊

の
声
が
あ
ち
こ
ち
か
ら
上
が

っ
た
。
病
院
勤
務
医
は
一
生

懸
命
に
働
い
て
い
て
も
報
わ

れ
ず
、
職
場
か
ら
次
々
と
立

ち
去
っ
て
い
く
状
況
に
問
題

意
識
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、

「
早
く
誰
か
状
況
を
変
え
て
」

と
思
っ
て
い
た
。
現
状
に
不

満
で
は
あ
っ
た
が
、
し
ば
ら

く
は
外
科
医
と
し
て
の
技
量

を
上
げ
、
良
い
結
果
を
残
す

こ
と
に
専
念
し
た
（
早
期
下

部
直
腸
癌
に
対
す
る
経
肛
門

的
内
視
鏡
手
術
の
工
夫
：
手

術
60
巻
、1629-33

、2006

、

The use of the contin-

uous 
suture 

technique 

in 
dunking 

pancreato-

jejunostomy 
without 

stenting. 
Surg 

Today, 

43:1008-12, 2013

）
。

し
か
し
、
本
来
は
誇
れ
る

職
業
で
あ
る
医
師
へ
の
不
理

解
が
強
ま
っ
て
い
る
と
感

じ
、
情
報
発
信
す
る
こ
と
に

し
た
。
そ
の
当
時
も
急
性
期

病
院
の
勤
務
環
境
は
過
酷
で

赤
字
傾
向
で
あ
り
、「
海
外
と

比
べ
異
常
に
高
い
医
療
材
料

費
を
下
げ
、
得
ら
れ
た
財
源

を
崩
壊
の
危
機
に
あ
る
急
性

期
医
療
に
回
せ
」
と
主
張
（
読

売
新
聞
：
論
点
２
０
０
７
年

１
月
25
日
）
。
ま
た
、
「
リ
ー

マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
で
経
済
が
ガ

タ
ガ
タ
に
な
っ
た
時
、
医
療

に
財
政
支
援
す
る
こ
と
に
よ

り
雇
用
を
創
出
し
、
景
気
浮

揚
に
つ
な
げ
る
べ
き
」
だ
と

主
張
し
た
（
読
売
新
聞
：
論

点
２
０
０
９
年
２
月
19
日
）
。

２
０
０
９
年
に
県
医
か
ら

広
報
委
員
へ
の
依
頼
が
あ
り

就
任
。
広
報
委
員
を
１
年
務

め
て
い
る
と
、
日
医
の
代
議

員
に
な
っ
て
勤
務
医
の
立
場

か
ら
日
医
で
発
言
し
て
ほ
し

い
と
当
時
の
木
下
敬
介
県
医

会
長
か
ら
依
頼
が
あ
り
、
お

引
き
受
け
し
た
。

日
医
代
議
員
会
で
の
質
問

２
０
１
０
年
４
月
の
代
議

員
会
で
、
医
療
が
健
全
に
発

展
す
る
た
め
の
財
源
と
し
て

「
医
療
戻
し
税
」
の
導
入
を

主
張
。
10
月
、
医
師
会
を
強

く
す
る
提
言
と
し
て
、
勤
務

医
の
参
加
促
進
と
医
師
を
守

る
組
織
の
明
確
化
を
主
張

し
、
異
動
手
続
き
の
簡
素
化

も
求
め
た
。

２
０
１
１
年
４
月
に
は
、

医
師
の
善
意
が
こ
れ
以
上
廃

れ
な
い
よ
う
に
、
中
小
病
院

の
救
急
医
療
へ
の
参
加
ル
ー

ル
づ
く
り
、
救
急
車
の
有
料

化
、
理
不
尽
な
裁
判
へ
の
対

策
に
つ
い
て
質
問
。
同
10
月

に
は
、
医
師
会
が
医
師
を
守

る
組
織
で
あ
る
こ
と
を
明
確

に
し
、
控
除
対
象
外
消
費
税

対
策
、
医
療
事
故
調
査
制
度

の
早
期
実
現
を
訴
え
た
。

２
０
１
６
年
３
月
、「
医
療

に
お
け
る
消
費
税
問
題
解
決

に
向
け
た
質
問
と
国
へ
の
働

き
か
け
」
と
い
う
題
で
質
問
。

２
０
１
７
年
６
月
、
日
本

の
医
療
が
健
全
に
発
展
す
る

た
め
の
提
言
と
し
て
、
「
医

薬
品
や
医
療
機
器
の
国
内
外

格
差
の
解
消
」
「
院
内
・
院

外
薬
局
の
価
格
差
解
消
」「
オ

ー
ソ
ラ
イ
ズ
ド
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
の
活
用
」
「
Ａ
Ｍ

Ｅ
Ｄ
の
予
算
増
額
、
国
民
の

治
験
参
加
促
進
」
「
開
発
リ

ス
ク
の
国
の
分
担
制
度
創

出
」
を
訴
え
た
。

２
０
１
９
年
６
月
、
医
師

の
働
き
方
改
革
推
進
と
偏
在

問
題
解
決
に
向
け
た
提
言
と

し
て
、
地
方
で
働
く
医
師
や
、

産
婦
人
科
や
救
急
、
外
科
な

ど
の
時
間
外
労
働
が
多
い
科

の
医
師
個
人
に
イ
ン
セ
ン
テ

ィ
ブ
を
付
け
る
こ
と
、
救
急

車
の
適
正
利
用
と
働
き
方
改

革
を
推
進
す
る
財
源
と
し
て

再
び
救
急
車
の
有
料
化
を
訴

え
た
。

県
医
師
会
長
に
な
っ
て 

行
っ
た
主
な
こ
と

山
口
県
で
も
喫
緊
の
課
題

は
若
手
医
師
不
足
で
あ
る
。

２
０
２
２
年
に
県
医
会
長
に

な
っ
て
、
ど
う
し
て
も
つ
く

り
た
か
っ
た
の
は
、
時
間
外

救
急
に
携
わ
る
医
師
に
イ
ン

セ
ン
テ
ィ
ブ
を
付
け
る
制
度

で
あ
っ
た
。
「
時
間
外
救
急

を
き
ち
ん
と
診
る
医
師
と
、

断
る
医
師
が
同
じ
評
価
で
は

い
け
な
い
。
き
ち
ん
と
診
る

医
師
を
増
や
し
、
救
急
の
レ

ベ
ル
を
上
げ
る
こ
と
は
県
民

の
た
め
に
な
る
。
時
間
外
救

急
は
主
に
若
手
医
師
が
担
っ

て
い
る
の
で
、
き
ち
ん
と
評

価
さ
れ
れ
ば
や
り
が
い
も
出

て
、
若
手
医
師
の
増
加
に
も

つ
な
が
る
」
と
知
事
や
県
議

会
議
長
を
説
得
し
、
県
行
政

と
協
議
を
重
ね
た
。
そ
の
結

地域医療構想と
勤務医のあり方
八戸市立市民病院 院長　水野　豊

果
、
２
０
２
４
年
に
救
急
勤

務
医
支
援
事
業
が
で
き
た
。

ま
た
、
２
０
２
３
年
、
山

口
大
学
医
学
部
附
属
病
院
長

と
相
談
し
て
、
若
手
医
師
の

研
究
支
援
制
度
を
創
出
し
、

県
医
学
会
総
会
と
医
学
会
誌

へ
の
報
告
を
義
務
付
け
た
。

本
年
２
月
に
は
、
県
内
医

師
定
着
に
最
も
効
果
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
専
攻
医
歓
迎

会
を
開
催
し
た
。

医
療
機
関
の
収
入
の
ほ
と

ん
ど
は
診
療
報
酬
で
あ
り
、

診
療
報
酬
を
上
げ
る
た
め
に

は
理
論
と
数
の
力
が
民
主
主

義
で
は
必
要
で
あ
る
と
考

え
、
診
療
報
酬
改
定
前
に
は

決
起
集
会
を
開
催
し
て
い

る
。

医
師
会
員
に
な
る
こ
と
の 

メ
リ
ッ
ト
な
ど

医
学
生
へ
の
講
義
や
初
期

臨
床
研
修
医
歓
迎
会
・
交
流

会
や
県
内
の
病
院
勤
務
医
と

の
懇
談
会
な
ど
で
は
、
八
つ

の
メ
リ
ッ
ト
〔（
１
）
医
療

に
関
し
て
理
不
尽
だ
と
思
う

こ
と
を
効
果
的
に
解
決
で
き

る
組
織
は
医
師
会
で
あ
る
、

（
２
）
財
務
省
な
ど
が
医
療

費
抑
制
を
主
張
す
る
が
、
組

織
が
な
け
れ
ば
医
療
を
守
れ

な
い
、
（
３
）
医
学
部
卒
業

後
５
年
間
は
医
師
会
費
を
免

除
し
て
い
る
、
（
４
）
医
師

賠
償
責
任
保
険
は
30
歳
以
下

で
は
１
万
５
０
０
０
円
で
加

入
で
き
、最
も
対
応
が
い
い
、

（
５
）
大
学
院
生
は
市
町
村

国
保
よ
り
も
安
い
医
師
国
保

組
合
に
入
会
で
き
る
、（
６
）

産
業
医
資
格
を
取
得
で
き
、

専
門
医
共
通
講
習
な
ど
の
生

涯
研
修
セ
ミ
ナ
ー
に
参
加
で

き
る
、
（
７
）
研
究
助
成
を

受
け
る
資
格
が
付
与
さ
れ

る
、
（
８
）
山
銀
ゴ
ー
ル
ド

カ
ー
ド
の
年
会
費
が
無
料
〕

を
提
示
し
て
い
る
。
初
期
研

修
医
の
７
割
は
日
医
会
員
に

な
っ
て
お
り
、
会
員
数
は
微

増
で
あ
る
。

現
在
の
医
療
事
故
調
査
制

度
が
成
立
し
た
の
は
２
０
１

４
年
で
あ
る
が
、
い
き
な
り

司
法
が
関
与
す
る
制
度
で
な

く
、
ま
ず
は
院
内
事
故
調
査

を
優
先
さ
せ
る
制
度
に
な
っ

た
の
は
日
医
の
力
が
あ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。

一
時
し
の
ぎ
の
メ
リ
ッ
ト

や
経
済
優
先
に
な
り
が
ち
な

力
に
対
抗
す
る
た
め
に
は
、

理
論
と
政
治
力
が
必
要
で
あ

り
、
シ
ン
ク
タ
ン
ク
で
あ
る

日
医
総
研
の
理
論
に
支
え
ら

れ
た
日
医
の
政
治
力
が
医
療

環
境
の
改
善
に
必
要
で
あ
る
。

医療問題の解決には
 日本医師会を通じた
        情報発信が最も効果的

山口県医師会長／山口労災病院特任院長
加藤智栄
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